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一勇斎国芳画「源頼光公館土蜘作妖怪図 （天保十四年癸卯（ ）春刊）解釈一覧」 1843

Ａ「土蜘妖怪図解 錦絵聞書 『天保雑記』所収（藤川整斎記・内閣文庫所蔵史籍叢刊・汲古書院・ 年刊）」 1983
Ｂ「浜御殿拝観の記」頭書 『浮世の有様』所収（著者未詳・日本庶民生活史料集成・三一書房・ 年刊）1970
Ｃ「一勇斎の錦絵」 同上
Ｄ「浜御殿拝観の記」 同上
Ｅ『天保改革鬼譚』所収、土蜘蛛の絵に貼付されていた小札（石井研堂著・春陽堂・大正十五年刊）
Ｆ－１『江戸の諷刺画 「国芳の妖怪図」所収「大坂の付箋 （南和男著・吉川弘文館・ 年刊）』 」 1997
Ｆ－２「史料としての錦絵（六 （古堀栄著・ 浮世絵志』第卅号・芸草堂・昭和六年七月刊））」 『
※『開版指針』とは、天保十五年三月、当時の絵草紙掛りが「源頼光公館土蜘作妖怪図」に関する市中の風聞を

書き留めた同書所収の「流行錦絵の聞書」をさす。国立国会図書館蔵

①の出典は『 江戸時代】落書類聚』中・下巻（鈴木棠三・岡田哲校訂・東京堂出版・昭和五十九年刊）【
②の出典は『続泰平年表 （竹内秀雄校訂・続群書類従完成会）』
③の出典は『著作堂雑記 （曲亭馬琴記・上記『 江戸時代】落書類聚』中巻所収）』 【
④の出典は『江戸町触集成 （近世史料研究会編・塙書房 『幕末御触書集成 （石井良助、服藤弘司編・岩波書店）』 ） 』
⑤の出典は『浮世の有様 （著者未詳・日本庶民生活史料集成・三一書房・ 年刊）』 1970
⑥の出典は『藤岡屋日記 （藤岡屋由蔵記・日本庶民生活史料・三一書房・ 年刊）』 1988
⑦の出典は『天保改革鬼譚』所収番付「 今世】孝子競 （改革で禁じられた事項を列記した番付）【 」

1/14※ は本ＨＰの注（茶文字）

（ ） （ ）（①の「意見 Ｅ『天保改革鬼譚』札 Ｆ １ 付箋 ・Ｆ ２ 古堀解Ａ「土蜘妖怪図解 錦絵聞書」 Ｂ「浜御殿拝観の記」頭書 Ｃ「一勇斎の錦絵」 Ｄ「浜御殿拝観の記」 - -
早字引 に 頼」「

（言及なし） （言及なし）光の絵はよく （天保十四年閏九月以前の記事） （天保十四年閏九月以前の記事） （天保十四年閏九月以降の記事） （天保十四年閏九月以降の記事）
（この記事は天保 年閏 月 日の堀田 （これもまた水野や堀田の老中失脚に （この記事は閏 月 日の堀田備中守 （この記事は堀田備中守と水野忠邦越考へた」とあ 14 9 8 9 8
備前守の老中辞任や同月 日の水野忠邦 触れていないから、おそらく閏 月以 老中免職や同月 日の間部下総守の 前守の老中免職に触れているので、そる。これは国 13 9 21
の老中失脚に触れていないので、それ以前 前の解釈と思われる） 西丸老中辞任に触れているから、水野 れ以降に解釈したものである）芳の「頼光の
の解釈と思われる） 忠邦の失脚後に解釈したものである）絵」である）

（言及なし） （言及なし）源頼光 「頼光公、夜着に葵の唐花、水に巻れて世 「頼光は親玉と見る 「頼光の夜具は 「頼光の着せしふとんの模やうに青海 「頼光は【将軍也、水野に巻れ余念な」
界を知らぬ躰故眠る形也」 青海浪のもやうは水野にまかれて居る 浪を画く、この心は水野に巻かれて目 き姿のよし 」】
（夜着の葵で将軍を暗示 「水に巻れて」 （頼光を将軍・家慶と見なし、水野忠。 とみる 「頼光は一切の事を知らぬ故 が見へずといへる心也」」
は天保改革を主宰した水野忠邦に懐柔され （将軍が老中水野のために盲目状態に 邦の思いのままになっていると解釈すうまくねぶりて居る」
て、世相も見えぬ休眠状態に陥っているこ （これも同様、青海浪の模様を配する あることを暗示すると解釈したのであ る点では一致している）
とを示す。以下は天保 年 月、水野忠 ことで、水野の支配下にあることを示 る）15 6
邦が老中に再就任した時の記事だが ⑤ よ すというのである）、「
くよく公儀には人なき事にて、彼の一勇斎
が画る錦絵の如く、水野が為に巻込まれ給
ひし事との由、水野は昨年来の恥辱を雪ぎぬれども、公議の汚名将軍の暗愚なるこ
とはいよ／＼甚敷（云々 」とある））

太刀 「蜘蛛切丸」 「万代丸」 Ｆ－２（古堀解）（言及なし） （言及なし） （言及なし）
「枕刀 （中略）源氏の宝刀髭（源頼光が土蛛蜘を切った源氏代々の （石井「源家の枕刀と 、
切丸又は膝丸の謂か」宝刀） してならば、髭切丸で

ありさうなものだが、
この張札の由来は
明でない ）」

梨地の鼻紙台 「鼻紙台、兎、林播磨(ﾏﾏ)守、金山より之 「兎の置物は水戸様とみる、但し卯の 「兎の置物【水戸侯也、此度の如き天 Ｆ－２（古堀解）（言及なし） （言及なし）
兎の置物 石、澤瀉公より献上し、下の紙は美濃紙に 御年ゆへ是は御趣意を少(ﾏﾏ)くなりて 下の大変なるに、小ひさくなりて何事 「枕元の卯の置物、天保十四年

。 、鼻紙 て水野美濃守、下の梨子地桔梗丸は太田公 見て居る故置物と見立る」 をも得云はず、色にふけりて本国に斗 の卯を表はす 此絵の版行の年（参照Ａ「 」土蜘妖怪図解
を梨地にしたるなり」 引込て居らるゝと云へる事也とぞ 」 此絵は卯年秋の版行と判じられ（兎の置物を水戸斉昭とする根拠は示 の補注太田備前守の家 】

る」（兎は林播磨守。天保 年 月、印旛沼 されていないが、斉昭は改革の政策を 紋の桔梗丸） （兎の置物を水戸斉昭とする根拠は示14 6
開鑿工事を命じられている。この難工事を 小さくなって傍観していると解釈した されていない。斉昭は藩政改革への取
担当させられた大名は五名、何れも過去水 のである。⑤によると、水戸侯は天 組が評価されて、天保 年 月、国14 5
野忠邦と悶着のあった者たちであることか 保 年、多病を理由に国元で養生し 元より召されて、将軍家慶から表彰さ （参照、Ａ の補注12 「土蜘妖怪図解」
ら、人選は報復人事であったと受け止めら たいと、水野忠邦へ暇を願い出ているという。ところで卯にはもう一つの意味 れた。その時、斉昭は暫しの江戸滞在 「西丸派の三侫人」の「落書」①
れていた。林播磨守の実父・林肥後守は若 がある。この錦絵が出版されたのは天保 年、卯年である 『井関隆子日記』 を望んだが、忠邦の「先づ／＼御国の ・林肥後守（家紋は三つ巴（太鼓 ）14 。 ）
年寄、また美濃紙が暗示するとされる水野 の天保 年 月 日の記事に「此春のころあやしき絵を南(ﾏﾏ)書出 世話抔が御よろしく」という説得によ 「林方太鼓もばちも打すてゝ14 11 5
美濃守は御側衆、それに御小納戸頭取・美 たる」とある） って断念させられている （人物叢書 人にはやされ肥後なめに逢ふ」。
濃部筑前守を加えて、西丸派の三侫人と呼 『水野忠邦 「色に耽り」とあるのは 水野美濃守』） ・
ばれていたが、大御所家斉の側近として大 斉昭の女性スキャンダルは知れ渡って 「よい事をもふ是からは水野にて
いに権勢を誇っていた。だが、家斉の死後 いたのだろう ⑤の十 一勇斎の錦絵 うき美濃上になりはつるかな」。 「 」
の天保 年 月、水野忠邦によって失脚させられた。桔梗丸は老中・太田備前守の家紋。⑤によると、太田も三方国替え にも水戸斉昭の女性問題に関する噂記 美濃部筑前守12 4 ・
の件で水野と争論して、同年 月、老中を辞職している。ところで、兎を林播磨守と解釈したのは、幕府の正月行事に「献 事あり） 「一と度は美濃部上りうれしさも5
兎賜杯」なるものがあり、林家の当主は、正月元旦卯の刻、江戸城白書院で、将軍から最初に盃と兎の吸物を賜る儀式があ 今は筑々はらをいためる」
ったことに拠るようだ）
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（ ） （ ）Ａ「土蜘妖怪図解 錦絵聞書」 Ｂ「浜御殿拝観の記」頭書 Ｃ「一勇斎の錦絵」 Ｄ「浜御殿拝観の記」 Ｅ『天保改革鬼譚』札 Ｆ １ 付箋 ・Ｆ ２ 古堀解- -
（天保十四年閏九月以前の解釈） （天保十四年閏九月以前の解釈） （天保十四年閏九月以降の解釈） （天保十四年閏九月以降の解釈）

（言及なし） （言及なし）黒牡丹 「黒き牡丹は劉訓が故事にて牛の異名を黒 （言及なし） （言及なし） （言及なし）
牡丹と云とや」
（劉訓が故事とは、劉訓が飼っていた黒牛
を牡丹のもとに繋いでおいたところ、来客がきて牡丹を賞めたのに、劉訓は牛が賞
められたと勘違いしたという挿話、それで牛のことを黒牡丹というようになったと
いうのだが、黒牡丹の意味するものが分からない）

四天王 「四天王四人共中年に見へ候得共、不残白 ※『開版指針』 Ｆ－２（古堀解）（注、天保十四年当時の老中） 水野 真田 堀田 土井 （言及なし）
髪なり。能く御覧之事」 「四天王は其比の御老中 「四天王、水野幕閣見立。此内水野越前守忠邦・遠江浜松藩主・沢瀉紋

水野越前守様、 の卜部季武が、紋所によつて水（四天王「残らず白髪」とは四天王が四人 真田信濃守幸貫・信濃松代藩主・六文銭紋
真田信濃守様、 野越前に当ることは前述した。の老中を暗示するということか） 堀田備中守正篤・下総佐倉藩主・木瓜紋
堀田備中守様、 其の他誰れが誰れに当るかは不土井大炊頭利位・下総古河藩主・水車紋
土井大炊頭様」 明である。強ひて言へば、碓井

貞光が榊原主計頭（源氏車の紋
勘解由判官 「沢瀉が季武定紋なり」 「卜部季武は水野とみる、紋は沢瀉」 「大紋を着してこれを季武と記るす、 「季武【水野越前守也、家の定紋沢瀉 所）に判じられる位である。因（言及なし）

、 、卜部季武 素袍の紋をおもだかとす、これ水野越 を付けて、これを知らしむ、将軍の御 に季武の沢潟 貞光の源氏車は（卜部季武の沢瀉紋。沢瀉紋は水野忠邦の （沢瀉紋から卜部季武を水野と見た）
前守なりとぞ」 側をはなれずして、我意を放にする有 古くは寛文頃の浄瑠璃本の挿絵家紋でもある。⑤「おもだかの枯れぬは水

】 （ 「 」のあるゆへか ） ※卜部季武の紋 これも沢瀉紋から水野越前守とした」 （ ） （ ） 様也とぞ 」 水谷不倒氏著 絵入浄瑠璃史
（ 桜井丹波掾参照）にもそれらしこれも沢瀉紋から）

く思はれるのがあり、又前出の
文化版春亭画の土蜘蛛退治等に

舎人 「綱の三ッ星に一の字は真中より割六文銭 「渡辺綱は真田と見る、だんご三つを 「真田信濃守」 「綱【真田信濃守 」 も明かに見え、古来からの定例】 （言及なし）
渡辺綱 の形なり 模様の亀甲は水に這と云理なり 合せて、六文銭にかたとる」 と思はれるから国芳の創意とは。 」 （根拠は示されていないが、真田とし （これも根拠を示さないが、当時の人

言はれない」（渡辺家は三つ星に一文字紋、真田家は六 （これも綱の三星を三文銭と見立て、 た。四閣老を四天王に擬える意図は明 々に頷けるものがあったのであろう。
文銭。渡辺の三つ星を割六文銭（三文銭） 真田の六文銭と関係づけたのである） 確であるから、言わずもがなの真田信 真田信濃守の評判は「囲碁対局」の項
とみなして、綱は真田を擬えたものと解し 濃守なのであろう） 参照）
たのである。着物の亀甲模様は水に這う、
つまり水野に屈服していることを暗示して （※渡辺綱の紋）
いるというのだろう）

（言及なし）主馬佐 「金時、黒地にしつほふは金の字の似令(ﾏ 「坂田金時を堀田と見る。紋は（◇の 「堀田相模守(ﾏﾏ)」 「公時【堀田相模守(ﾏﾏ) 」】
坂田金時 ﾏ)なり、着物の模様、桜の花に蕨手、桜炭 中に＋）是をかたどる」 「堀田は色赤く恐ろしき人相にて、せ（天保 年閏 月 日、堀田は老中14 9 8

の小口切を水に巻れて有なり」 間にて赤鬼と異名せる人なり」（記事中の紋は上掲の堀田の家紋とは を免職になる 理由は ⑤ 幕府批判。 、 「 」
（坂田の七宝紋で金そして金時を連想させ 異なっている。が、紋から暗示するも によると 「是は水野が相槌打にて、 （これも直感で堀田と見なしたのであ、
る。また着物の桜炭の模様で下総佐倉藩主 のを特定するという視点は同じであ 此度領地上候事、上様にも再応難儀に ろうか。赤鬼の異名は未詳。堀田備中
・堀田備中守正篤を暗示。これも水野に巻 る） は無之哉と御尋有之候所、皆々難有か 守の評判は「囲碁対局」の項参照）
かれているとする。なお堀田の紋は木瓜で り候由、水野と同様申上候事」つまり
ある 「似令」は「仮令（たとえ 」か「似 ※坂田金時の紋 水野の上知令に相槌を打っただけでな。 ） （ ）
合 （にあい）か） く、諸藩が難儀しているのではないか」

（言及なし）と気遣う将軍に対して、皆々有り難がっていると、水野の同様に答えたこと
にあるらしい）

（言及なし）靱負尉 「貞光源氏車定紋なれど、着物の車、水車 「定光を土井とみる、土車をかたど 「土井大炊頭」 「定光【土井大炊頭也、かゝる天下の
碓井貞光 に間似合なり、此人十里四方引替を、碁向 る 「土井はよく知るゆへ、化物を見 （ 有様なれども水野が姦悪なる事をば夢」 老中・古河藩主・土井利位・家紋

助言いたし得共聞入なし、仍て一人脇に寄 て居る」 にもしらずして、太平なる心持にて、は水車）
茶呑世界の様を考える処 化物悉く見ゆる うか／＼茶を飲て平気にて居ると云事、 」 （前の文は車の紋から碓井貞光を土井

也、愚人に非れば、小人にして家柄と（貞光の家紋は源氏車。それで同じ車紋で に擬えていることを示す。次の文は左
云ひ御老中の上席に居る身分にして、ある水車紋の土井大炊頭利位を貞光と見な 項「化物悉く見ゆる」と同じで、土井
水野が姦悪を取挫く事克はず、紀州公其外諸侯の力を以て水野したのである 「十里四方引替」とは天保 大炊頭に対しては、老中の中で唯一世。
がしくじれるやうになりて、太平に納るやうになりぬ、匹夫匹14 6年 月の上知令のこと。土井は当初、 の窮状を視野に入れているという評価
婦の為に馬鹿者と噂せらるゝも其理なきにしもあらず 」上知令の推進者であったが、上知の対象と があったのかもしれない。当時の落書 】

なった大坂飛地領民が決死の覚悟でこれに に①「精出してはやくかい出せ水車印 （ここでの土井の評判は芳しいものではない。水野忠邦の「姦
抵抗したこともあって、後に反対派にまわ 旛の沼の水野にごりを」とある。水野 悪」に気づかずのんびり茶を呑んでいたというのである。何と
った。対局者が聞き入れなかったという助 の政治を変えられるのは土井大炊頭た か太平に納まるようになったが、それは紀州や諸侯の力であっ

14言とは土井の上知令の撤回提案なのだろ だ一人という世評があって、それを反 て土井の指導力に拠るものではないというのである。天保
う。また一人脇によって世界の有様を考え 映させたもの ） 年閏 月 日、水野は遂に老中を罷免される。この記事は紀とも考えられる 9 13
ていると化け物が悉く見えるという記事 州藩の反対が追い風になったことも踏まえている。ただ当時の
は 右項にも同様に 土井はよく知るゆへ 落書では①「手もつかぬ流石の水野勢ひも土井の車にかなはざ、 「 、
化物を見て居る」とあるから、土井の世上 ※碓井貞光の紋 りけり 「紀伊／＼と土井の車の音高く浜松風はそそりともせ（ ） 」
に対する気配り、視野の広さを暗示してい ず」とあり、土井が水野を失脚に追いやったと見る向きが一般
るのかもしれない） 的のようだ）
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（ ） （ ）Ａ「土蜘妖怪図解 錦絵聞書」 Ｂ「浜御殿拝観の記」頭書 Ｃ「一勇斎の錦絵」 Ｄ「浜御殿拝観の記」 Ｅ『天保改革鬼譚』札 Ｆ １ 付箋 ・Ｆ ２ 古堀解- -
（天保十四年閏九月以前の解釈） （天保十四年閏九月以前の解釈） （天保十四年閏九月以降の解釈） （天保十四年閏九月以降の解釈）

（言及なし）囲碁対局 「碁盤横に有て盤の目を見れば横邪なり。 「碁打て両人は下の事を知らぬ故、夢 「綱が勝と見ゆ 「堀田は溜の間へふ 「 この両人（綱・公時）御老中にて」 【
又十里四方引替地、考も無仕事故、碁に地 中になりて碁を打て居る」 とん投げにて、御役御免となり、真田 有ながら、何れも智恵なき愚人なるゆ
取なし、黒大きく其上二十ニ白十七なり」 は歴然として御役を勤めぬるさまを見 へ、水野が為にて、下は申に及ばず、（堀田備中守も真田信濃守も下々の世

せしものなり」 肝心なる将軍の御膝元の騒動すらをも（囲碁は地を取り合う勝負 「十里四方引 相は眼中になく、専ら領地の取り合い。
知らず、水野が種々こびへつらへるの替地」とは水野が発した上知令。つまりこ に耽っているという暗喩か） （堀田備中守の老中免職は天保 年14
みにて、碁盤面のことく、筋違いの事の対局で領地の争奪戦を暗示したのであ 閏 月 日。真田信濃守の辞任は天9 8
のみくづ／＼いたして、其職分の勤める。上知令は天保 年 月 日に出され 年 月 日。この「14 6 1 15 5 13 一勇斎の錦絵
られぬる人に非ずといへる程の愚人共たが、曲折あって閏 月 日には撤回され は天保 年 月の記事であるから、9 7 14 10
也と云ことを書記せしもの也とぞ、又る。記者は碁盤の目から「横邪」と連想し このような解釈もありえよう。ところ
真田先をなしていれども石配りにてはて、上知令及びそれを推進する幕閣を「よ で「ふとん投げ」の意味がよく分から
同人が勝のやうすを見せぬ、これは真こしま だと断じたのであろう 碁石の数 ない。⑤の「幕府批判」に「堀田相模」 。 、
田は其儘御役を勤めぬれども、堀田は黒二十、白十七、これに何を暗示させよう 守殿御老中御免、溜間詰となられし由
今度ふとんなげにせられて溜の間詰ととしたのであろうか） こはふとんなけに坐れしと云噂也」と
なり、御役召上られしやうすを書顕あり、また「江戸よりの手紙」に「堀
せしもの也 」田侯溜詰格真綿の上へ投出され候との 】
（ 。 。※『開版指針』もＡと同じ浮説を記す 下説」とあるのだが） 左記参照 堀田は閏 月老中を免職9
真田は引き続きとどまったので、それ「公時（ｷﾝﾄｷ）渡辺両人打居候碁盤は横ニ
を石の数で暗示したと解釈したのであ成居 盤面の目 嶋なれば 此両人共邪 ﾖ、 、 、 （
る）ｺｼﾏ）に有之」

（ 「 」 ）老中の 横嶋＝邪 を擬えたものとする

（言及なし）三つ引紋 「四天王が側らに三つ引の紋斗を画け 「 丸に三引の紋の図）是は間部下総（言及なし） （言及なし） （
り。これは間部下総守の紋なるゆへ、 守が紋なり、詰処に於て水野を取挫し
これを記せしものにして其欠けたるを かども、御役御免となりし様を書記る（参照、間部下総守の家紋）
しらせしものなるべし」 せしもの也」
（間部下総守は西丸老中・鯖江藩主・ （⑤「九月晦日御政事向の義に付、殿
間部詮勝、大御所家斉晩年の側近。免 中に於て右両侯（間部と水野）高声に
職は天保 年閏 月 日。しかしこ 御取合御押合有之との」噂が巷間に流14 9 21
の紋はこの土蜘蛛の板元伊場屋仙三郎 布。この御政事とは上知令。巷説では間部が水野を論破、これ
の印でもある） を機に将軍は撤回に傾いたとされる）

（言及なし） （言及なし）上部を黒く、 「四天王の居所畳故富士の裾にて青く、世 「薄墨の画は上は真黒といふ事、蝋燭 「上黒くして下青く画しは【上の政道（言及なし）
下部を青く 界半分黒暗故種々の妖怪出る。絵の大意、 は中のあかひといふ事、下の青き画具 くらやみにして諸人困窮甚しく、下は
画くこと 上が闇き故に下は真青で居ると云意なり」 は下は青く成居ると云事」 一統に青くなると云事也とぞ 」】

（上を黒・下を青という色区分で、四天王 （これも左記と同様の解釈だが 「蝋 （ と同じ解釈）、 「土蜘妖怪図解」
等お上が世上に暗いから下々は真っ青だと 燭の中のあかひ」の意味が分からない
いう意味をもたせたと解釈したのである）

（以下はすべて妖怪。構図からすると、ほとんどの妖怪は左右に分かれて対峙しているのに対し 「土蜘蛛」だけは頼光たちの方を向いている）妖怪 、

土蜘蛛 「土蜘額の梅鉢、筒井伊賀守」 「土蜘の は美濃辺(ﾏﾏ)筑前守とみ 「頼光が後に怪げなる蜘蛛を画き、眠 「土蜘蛛【美濃部筑前守、御側御用に Ｆ－２（古堀解）㒵 （言及なし）
（ る」 (ﾏﾏ)の瞳を巴への形になし、右の手に て権勢強く大御所に仕へて、勢ひ振ひ 「土蜘蛛、これを鳥居一派に構梅鉢は筒井の家紋。額の模様を梅鉢紋と

富士山の絶頂を（手偏＋必）み、大に しが、薨御後直に仕くじりし人也」 陥されて失脚した（天保十二年見なして筒井伊賀守にしたのである。天保 （ （顔）というか、恐らく額の模様㒵
怒れる有様也、矢部駿河守が紋三つ巴 十二月二十二日）硬骨の町奉行12 4年 月、筒井政憲は南町奉行を罷免さ を梅鉢紋と見なし、やはり家紋が梅鉢 （美濃部筑前守は大御所家斉の側近と
なるゆへ、眼と富士山を（手偏＋必） 矢部駿河守に擬するものがあれ、西丸留守居役に左遷。翌 年 月に の美濃部筑前守としたのであろう。美 して権勢を誇ったが、家斉死後の天保13 3
めるとにて、それと知らしめしものな ※『開版指針』はＣと る。併し土蜘蛛の額上に見えるは謹慎を命じられている。水野忠邦とは合 濃部のことは右記参照） 年 月、水野忠邦によって小納戸12 4
りと云」 同じ 六曜の紋様は、矢部の紋所と符わなかったとされる） 頭取を罷免された）

「土蜘は先達て南町御 合しないやうである。紋所から（天保 年 月、南町奉行・矢部駿12 12
奉行所御役御免ニ相成 判ずれは、或は老朽を以て解職（ 、 ） 、注 美濃部筑前守の家紋 河守定謙は鳥居耀蔵の陰謀で罷免さ （参照 「土蜘蛛」の暗示するものを
候矢部駿河守様の【但 された前町奉行筒井紀伊守に当（注、筒井伊賀守の家紋） れ、翌年 月、子は改易、自身は桑名3 「土蜘妖怪図解」は筒井伊賀守、
定紋三ツ巴也】由、蜘 てたのかとも思はれる」藩にお預けとなった。同年 月、水野8 「一勇斎の錦絵」は矢部駿河守、
の眼巴ニ相成居候、又忠邦や鳥居への抗議のため絶食して餓 美濃部「浜御殿拝観の記 「頭書」」 は
引立居候小夜着は冨士死。壮絶な最期を遂げた。土蜘蛛の瞳 筑前守とそれぞれ違っているが、水野
の形を、冨士は駿河のの巴を矢部家の三つ巴と見なしたので 忠邦によって失脚させられた点では共
名山なれば駿河守と云ある） 通する）
判事物の（ 、 ）注 矢部駿河守の家紋
由」

（言及なし）顔の賽の目 「顔に賽の目有り、真中一、眼二、鼻山に （言及なし） （言及なし） （言及なし）
（言及なし）て三、両口脇四と六、額五也」

（ ）賽の目が暗示するものは未詳
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（ ） （ ）Ａ「土蜘妖怪図解 錦絵聞書」 Ｂ「浜御殿拝観の記」頭書 Ｃ「一勇斎の錦絵」 Ｄ「浜御殿拝観の記」 Ｅ『天保改革鬼譚』札 Ｆ １ 付箋 ・Ｆ ２ 古堀解- -
（天保十四年閏九月以前の解釈） （天保十四年閏九月以前の解釈） 天保十四年閏九月以降の解釈） （天保十四年閏九月以降の解釈）（

（言及なし） （言及なし）矢筈 巣が矢筈にして冨士の形にて矢部駿河守 「蜘の巣の不二山の形是は矢部駿河守 「矢部駿河守が紋三つ巴なるゆへ、眼 「 富士山は矢部駿河守にて、美のべ「 」 【
富士山 のゆうれの(ﾏﾏ)と見る」 と富士山を（手偏＋必）めるとにて、 が引 立にて立身せしと云、夫故富士（矢筈と富士で矢部駿河守と見なした。落

それと知らしめしものなり」 山の頂を（手偏＋必）で引上しさま書①「越前が矢部をたゝいて鳥を出す」と （矢部駿河守の幽霊とは、前年の天
を画きしと云 」ある。越前は水野忠邦、鳥は鳥居耀蔵。町 保 年 月、預かり先の桑名での絶 （富士山で矢部駿河守を暗示するとし13 8 】

奉行を矢部から鳥居に代えたのは水野だと 食憤死を踏まえるか。落書①「富士の た） （土蜘蛛が富士の頂きを引き上げる図
見ていたのである） 霊こん浜松へむいてとぶ」とあり。浜 柄は、矢部の出世に大御所家斉の側近

松は水野を指している） 美濃部筑前守の助力があったことを暗
示するというのである）

（言及なし） （言及なし）妖怪 「化物」 「蜘蛛の外に種々様々の化け物あり、（言及なし） （言及なし）
三枚続 こは何れも水野が為に産を破られ命を（水野の改革によって生活上の打撃を受け

（右）は右図 失ひし者共のおん念なりと云こと也」た市中の犠牲者ばかりでなく、水野の糾弾
によって失脚した幕臣も「妖怪（化物 」 （以下、水野忠邦によって失脚させら（中）は中図 ）
として画かれている） れた幕臣や、改革によって困窮に陥っ（左）は左図

た市中の人々を妖怪で列挙する）

（左右に対峙する妖怪が将に戦端を開くところ。右軍の総大将は髑髏の馬印を擁した見越し入道か。但し、このような構図にどのような寓意を読み取ればよいのかよく分からない）妖怪の右軍

１亀・甲羅 「亀に棒ハ【鼈甲屋／鼈屋 」 （ 「鼈甲」 Ｆ－２（古堀解）】 （言及なし） 言及なし） （言及なし）
（右・左上） 「鼈甲」（ 、 」。 （ 「 」）④天保 年 月 高額鼈甲細工禁止 ⑦ 鼈甲櫛笄百目限12 10
土蜘蛛の左 「奢侈禁制の一例。同時に又高③「著作堂雑記」より「玳瑁の櫛笄、高料

価なすつぽん料理の禁制とも判の呉服物を売候小間物問屋を 御穿盤有之、 。
じられる」通油町炭屋、其外小間物問屋三、四軒、其品々を召上ゲられ、御吟昧の上、代金五両より下の品ハ其商人に返し被下、五両

より高金の品々皆打砕て焼捨られ、此件壬寅夏四月落着すといふ 「壬寅」は天保十四年）」

２歯無し大口 「歯のなきハ【おはなし売 」 「ろくろ首【歯なく口を明きて下に亀 「咄し家」 Ｆ－２（古堀解）】 （言及なし） （言及なし）
・轆轤首 あり、江戸の咄しゝの師家喜蝶といへ 「咄家、即ち席停の制限。寄場（未詳。話家とすれば、寄席が規制された （⑦「町々寄場十五所
（右・左上） るもの也、御改革に付て厳敷御咎蒙り は十三年五月九個所に限られことで被害者ではあるのだが） 定 ）」

「轆轤首【娘／小供なり 」 しとなり 」 た」】 】
（ 娘、子供」が暗示するもの未詳。④天 （⑥「 天保 年）二月十四日より寄「 （ 13
保 年 月、北町奉行遠山左衛門尉の町 場・講釈場御禁制なり、江戸中二百十12 12
方向け説諭に、娘子供の髪飾りや衣類の華美を戒めるくだりがある。しかし轆轤首 三軒之内十五軒御免に成（中略）但し、女浄瑠理は不及申、鳴
がなぜ、娘子供なのか未詳） 物音曲は不相成、軍書講談・昔噺し計 。話家喜蝶は未詳）」

３鏝を持つ鬼 「鬼瓦が泥鏝を捧るハ【塗屋／植」 「よき屋つくり普しん停止ゆへ、鬼瓦 「鬼のこて持てるは【御改革にて江戸 「ごろつき」 Ｆ－２（古堀解）（言及なし）
（右・左上） 左官の化物」 市中の鬼瓦取払にて悉丸瓦となりし故 「雷、ごろつき。茶屋小屋を廻（ 。鬼瓦は贅沢とされたのだろう ④天保 （天保 年 月銭さ13 13 4

也】 って弱身に付け込み、威迫虚喝年 月、土蔵造り又は塗家にする旨の触書 （④天保 年 月、質素倹約を守り 押し売り禁止 同年4 13 5 11。
を以てゆすり騙りをする輩。非あり。落書①「塗家にしろの何のと益もな 身分相応の家作りを求める触書あり） （⑦「町々土蔵塗家ニ被仰渡 。鬼瓦 月無宿非人の逮捕令。」
役の小普請などに多かつた。鏝い損な事だ 「金持地面塗屋ト作ス ） を取り払って悉く丸瓦にしたか 鬼瓦の後部分が銭さし」 」
は自身に泥を塗るの意か（十三どうか未詳） に似ていることは確か
年四月、同十一月）だが、なぜこの図様が

「ごろつき」で、それ （古堀解は石井研堂の解釈に倣
を無宿人としたか不 ったようである 「ごろつき」。
明。⑦「役場中間銭さ は「雷」からの連想か）
し押入止 「国々無宿」
、 」）者 御大名へ御引渡

４木魚 「木魚ハ【講中なり 」 「所々家々におひて、念仏の寄せ集る 「木魚【念仏講を俗家にて勤る事を御 「木魚講」 Ｆ－１（大坂付箋）】 （言及なし）
（右・左上） 事停止故、木魚の化もの」 停止となりし故也 」 「念仏講・木魚 講など」（②天保 年 月、木魚講・富士講の停 （天保 年 月、念13 2 13 6】

止） （⑦「町々念仏題目へ鐘太鼓入ること （左記参照） 仏講題目講大勢集会禁鏝持つ者の下
Ｆ－２（古堀解）止 ） 止、鐘太鼓を入れるこ」
「木魚講。十三年六月念仏講、と禁止）
題目講其他此種寄合に対する禁
令を発した」

５白い小動物 「貂、狼の形ハ【龍野侯／芝居者 」 Ｆ－２（古堀解）】 （言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし）
（右・左端） 「怪鳥 （木魚の隣）鳥のお化（白い小動物を貂、幟を持つ怪獣を狼と見 、
白地の幟を持 けらしいが不明」立て、一対のものと解したようだ。貂の皮

は龍野藩主・脇坂の家宝。天保 年の千石つ怪獣 7
騒動を落着させた脇坂安董は 将軍家斉の信頼を得て西丸老中に就任する しかし天保 年 月 家斉が逝去するや 月には後を追うように突然の死去 ① お（右・左下） 、 。 、 、 。 「12 1 2
ひとりで淋しからふと道づれにきてん（貂）の親爺跡追てゆく」家斉の遺骸を上野寛永寺に納めるか芝増上寺にするかで、脇坂は水野と対立。⑤「国替にこりずに
又も尊骸の水は上野へ逆さまに行」とある。天保十一年の三方領地替えの失敗にも懲りずにまた／＼水野の横車で、増上寺の予定が上野寛永寺へという落首。
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（ ） （ ）Ａ「土蜘妖怪図解 錦絵聞書」 Ｂ「浜御殿拝観の記」頭書 Ｃ「一勇斎の錦絵」 Ｄ「浜御殿拝観の記」 Ｅ『天保改革鬼譚』札 Ｆ １ 付箋 ・Ｆ ２ 古堀解- -
（天保十四年閏九月以前の解釈） （天保十四年閏九月以前の解釈） 天保十四年閏九月以降の解釈） （天保十四年閏九月以降の解釈）（

６白地の幟を 「貂、狼の形ハ【龍野侯／芝居者 」 「両替 （怪獣） Ｆ－２（古堀解）】 」（言及なし） （言及なし） （言及なし）
持つ怪獣 （ 「旗を持つ怪獣 （中略）旗の狼を芝居者とする解釈、その根拠がよく （石井「 公定相場）（ 、
（右・左下） 大きく高い所にから大梵天と判わからない。芝居者への規制は、猿若町へ で損害を受けた両替屋

じ、山伏体（狼に見立てたか）の移転をはじめ、市川海老蔵の江戸四里四 の精霊であろう」とす
の者が大梵天を持歩き、門に立方追放、役者の居住規制等が行われた。⑦ る。ただなぜこの化け
つて銭を乞ふのを禁じたものと「役者共【不残猿若町え引移 「宮寺地芝 物が両替屋か不明。⑦】」

） 解する（十三年五月）若くは開居取払ニ成 銭相場六貫五百文」） 「 」）
帳場の大幟制限か」

（言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし）７白地の幟 「法印 （幟）」
（②天保 年 月、（右・左上） 13 5
俗人大勢して山伏修験
者を装い梵天を指して初穂料を強要することを禁ずる。
⑦「神職社人町宅止 ）」

（言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし）図様未詳 「同刷牙ハ【寺の幡 質屋／小呉服 」】 （参照、⑦「質物利【銭百文ニ付二文
「 】」「 」（ 同刷牙」の同は貂狼、刷牙は歯を磨く ニ成 古着屋 けん何匁といふ事止
の意味だが、その図柄がよく分からない。 「町人羽二重龍門綾禁 ）」
またそれがなぜ寺の幡や質屋や小呉服を擬
えるのか根拠未詳。④天保 年 月、質13 5
屋・古着屋取締令）

８骸骨の馬印 九ッの骸骨の馬印ハ 苦界ニて女郎屋也 「晒首まとい草故十組問屋など」 「晒首馬印【菱垣十組問屋共 」 「十組」 Ｆ－２（古堀解）「 【 】」 】（言及なし）
（纏） 「髑髏の指物、十組問屋、髑髏（馬印は戦陣で総大将の所在を示す旗幟。 （絵柄を晒首(ｼｬﾚｺｳﾍﾞ)の纏(ﾏﾄｲ)と解 （こちらは絵柄を晒首の馬印と解して （⑦「桧垣廻船十組
（中・右上） 九個見えるが十組の当込」九ッの骸骨を苦界と読み替え女郎屋とした して十組問屋とした。②解散令は天保 いる。①「十組や問屋の株がない 。 止 ）」 」

か。⑦「市中【隠売女屋吉原へ引移ル ） 年 月） ② 年 月、問屋仲間廃止令が再び】」 12 12 13 3
出る）

９馬上の入道 「馬上の大将ハ【眼徳と云しヲカツ引故、 馬に乗て居る入道は浅草辺切店座頭 「高入道の晒頭の馬印を建て、人の指 「大入道【浅草道茶店親子共流罪と成 Ｆ－２（古堀解）「 。 （言及なし）
（中・中央） 指の采配持、模様茶台は此者常に浄瑠璃を あたまの上の事、首は親父一所に傍曬 を以て作れる采配を以て多の夭怪を指 る あたまの上に子のしやり首あり 「轆轤首（見越入道 （中略）、 】」 ）

好て、指の采配は多くの人の思ひなり。一 になりし化物」 揮する有り、これ一方の大将と見ゆ、 或は町内の若者頭等が祭礼吉凶（親子共々流罪となった茶店とは、
に奥州医師某と云 」 種々さま／＼の噂あれ共中野関翁なる 等に際し、恐喝強制を行ふに対】 （浅草辺の切店（遊女屋 。吉原以外 左記「浜御殿拝観の記 「頭書」と同） 」

べしと思はれる」 しての禁令か（十二年八月 」（指の采配を十手に見立てたか。岡っ引の の岡場所は禁止された。③「江戸中岡 じ浅草の切店である。⑥天保 年13 3 ）
「 。眼徳なるものとする。着物の茶台模様から 場所と唱ふる隠し売女、皆停廃せらる （中野石翁、小納戸頭取・中野播磨守 月 浅草三十三間堂前昼見世御手入也

※『開版指針』はＣに浄瑠璃好きと解釈したのだろうが、岡っ引 （略）切見世と唱ふる物迄、其地にて 清茂。天保十二年四月、蟄居を命じら 凡百人余召捕 町役人ニ預 店頭入牢、 、 、
同じ説を記すきが馬上の大将とは奇妙である。また某奥 渡世致事ゆるされず」とある。⑥天保 れる。家斉の側近、家斉の愛妾・お美 亭主手鎖」①「飯盛や杓子女のなくな

「飛頭蛮（ﾋﾄｳﾊﾞﾝ/ﾛｸﾛ州医師ともいうのだが、どうも分かりかね 年 月記事「浅草堂前店頭徳次郎 代の方の養父。馬印は戦陣で総大将の りてまゝ喰ふ事にこまる人々 とあり13 12 」 、
ｸﾋﾞ）は御暇ニ相成候る解釈である。③には、町同心や岡っ引き 親子遠島也 切店亭主咎め手鎖 同 所在を示す旗幟。つまり闇で対峙する また「苗売」には「岡場所残らず女郎。 」 14
中野関翁【播磨守父隠が下知に拠らず町人娘・婦人の美服を剥ぎ 年 月 浅草堂 右の化物軍の総大将を中野石翁とした のない」ともある）5 「遠島船出る（中略）

。 居なり】にて、其比世取ることを町奉行が禁じたとある 下出 指 前の店頭」とある 流罪に処せられた のである。この入道は下記の朱の法衣。 「
上見越したると申事の采配」参照） のである （全文は 「白髪鼻高のも を着た達磨如きものと一対になってい。 20
由」の」参照 「傍曬」は音読すると亡霊 る））

でもあるのだが、未詳）

（言及なし） （言及なし）10指采配 「米相場也」（特に記していないが、指采配を十手と見 （言及なし） （言及なし）
立てのかもしれない。それで馬上の見越し （指采配と米相場との関係は未詳。米（見越入道が
入道を岡っ引としたのだろう ③ 当寅 天 問屋の独占廃止）持つ） 。 「 （
保十四年）の春、町同心、町人の妻娘美服を着て往来する者を捕ふ。是によりて岡
っ引きと唱ふる者、其女の衣裳を剥ぎ取ること所々にて有之。是は町奉行の下知に
非ず、岡っ引きの私の計ひ也。後に聞へて、町奉行より禁ぜらる ）」

三つ目女 「三ッ目ハ【神子 」 「水天ぐ」 Ｆ－２（古堀解）11 】 （言及なし） （言及なし） （言及なし）
（中・右） 「三つ目、剣を持つてゐるから（神子の根拠不明） 石井はなぜ 水天宮（ 「 」

何かの神体らしい、水天宮とすか未詳とする
れば神仏礼拝に対する禁令」

（言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし）12青龍刀 「青龍刀」
（解釈を示さず）（中・右）

三つ目が持つ
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（ ） （ ）Ａ「土蜘妖怪図解 錦絵聞書」 Ｂ「浜御殿拝観の記」頭書 Ｃ「一勇斎の錦絵」 Ｄ「浜御殿拝観の記」 Ｅ『天保改革鬼譚』札 Ｆ １ 付箋 ・Ｆ ２ 古堀解- -
（天保十四年閏九月以前の解釈） （天保十四年閏九月以前の解釈） 天保十四年閏九月以降の解釈） （天保十四年閏九月以降の解釈）（

老僧 「善正院」 Ｆ－２（古堀解）13 （言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし）
（中・右） 「羅漢「鬼譚」に善正院未詳と（石井は未詳とす
三つ目の下 ある。善正院は不明であるが、る）

教光院了善ならば、天保の改革
の犠牲者の一人である（以下、

了善の軽追放に関する記事あり、略 」）
（下出「鰻の鉢巻に杓子をもつ坊主」の項「大坂付箋」
の「教光院」参照）

提灯 「挑灯ハ【四ッ手駕籠なり 」 Ｆ－２（古堀解）14 】 （言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし）
（中・右） 「提灯、御神灯と判じて稽古所（四ッ手駕籠は庶民の乗り物。駕籠と提灯
入道の胸元 女師匠に対する禁戒（十三年三は付き物であるが、何を踏まえた解釈か未

月 」詳） ）

怪獣二匹 Ｆ－２（古堀解）15 （提灯と羅漢と三ッ目の間、正体不明） （言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし）
「提灯と羅漢の間二つ、猫と猪
の化物らしいが不明」

馬 「馬ハ【高金不相成、三十両留りなり 」 「馬【博奕 」 「施主」 Ｆ－２（古堀解）16 】 】（言及なし） （言及なし）
中・中央上 「馬、これは前出の轆轤首（若（ ） （④天保 年 月、馬喰馬三十両以上の （④天保 年 月、町人は勿論、武 （施主は葬式当事者の13 6 13 2

くは提灯と一体に見るべきもの売買禁止） 家での博奕禁止。落書①「部屋／＼裏 意味 ⑦ 葬礼ノ節 施。 「 【
かも知れぬ。併し独立のものと店ばくちのない ） 主三四人限 ）」 】」
すれば、馬の手綱が物々しく付
いてある点から判じ、小荷駄馬
の手綱をつめて引くやうにとの
申渡（今世孝子競）とでも解す
べきものであろうか 」）

蓮の葉を 「蓮の葉を冠ハ【子をろし／寺大黒 」 「蓮葉をかむりしは子のおろしや」 （ Ｆ－２（古堀解）17 】 言及なし） （言及なし） （言及なし）
被るもの 「蓮の葉を冠る、亡者、仏事葬（②天保 年 月、女医者による堕胎禁 （⑦「月水早流薬禁 ）13 11 」
（中・中央） 式節約の令（十三年三月 」止。大黒は僧の妻をいう。改革との関係は ）

未詳）馬の顎下

（言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし）18 大口を開 「上ヲ向口を明たるハ【金物 」 「抱主」】
（④天保 年 月、金銀製品を差し出す （抱主は妓楼の主。⑦けるもの 13 6
旨の触書出る） 「市中【隠売女屋吉原（中・中央）

へ引移ル ）馬首の下 口を明たるハ 鳶 上の釼に町内にて「 【 】」 】」
（⑦「鳶人足【半天股引隔年ニ渡 ）】」

口先とが 「眼の丸きハ【成田屋、下ニ具足少々見ゆ 「海老蔵」 Ｆ－２（古堀解）19 （言及なし） （言及なし） （言及なし）
った大目玉の る 」 「大目玉〝海老蔵は役者の中で】 （②「市川海老蔵、家
もの 大きな眼〟其の筋から睨まれて（目力の市川家だから、大きな目を成田屋 作・調度・庭等、豪奢

」 、（中・右下） 大目玉を頂戴した 年 月・市川海老蔵としたのだろう。あるいは、 の咎で江戸払い」口絵 13 3
「牢破りの景清」に出演中、奢天保 年 月、贅沢の廉で江戸十里四方 の小札 金ぴら13 6 11 12「 」
侈の禁令に触れ吟味、 月江戸追放を命じられているから、大目玉を食っ 「海老蔵」が本文では 6
十里四方追放「景清が牢を破った成田屋と洒落たのかもしれない。⑦に六 「海老蔵 「金ぴら」」
て手錠食ひ」月二十二日付の判決文あり） 入れ替わっているのが

気になるが）

白髪鼻高 「大天狗ハ【天狗長と云鳶、小天狗と合、 「白髪の鼻高きは堺丁名主大塚親父」 「鼻高く画きしは芝居役者市川団十郎 「鼻高親父【堺丁名主大塚屋といへる 「金ぴら」 Ｆ－２（古堀解）20
のもの 諸々大小の金毘羅 」 なるべし」 人 」 「天狗、金比羅（讃岐の金毘羅】 】（中村座のある堺町の名主が大塚五郎 （石井は未詳とするも
（中・右下） から、鳥居耀蔵の讃岐幽閉と結（金毘羅権現の眷属である天狗は鳶の姿で 兵衛。⑥天保 年 月、高利貸しの （天保 年 月、逮捕。同 月、市 ⑥ 五月廿九日 遠島船四艘出ル也 「金ぴらにいらぬ鳥居13 11 13 3 6 （ 「 、 、

びつけるのは無理とし）或はお飛行するが、天狗長という鳶は未詳）天狗 罪で親子共々流罪の判決。翌年 月、 川海老蔵は奢侈の廉で江戸十里四方追 三宅・新島・八丈島也、松永町紀伊国 を納めけり」の落首を5
祭りに出る鼻高面（猿田彦）とは修験道の山伏と同じ装束。従って天狗は 執行。①「大塚もついてくるなり一里 放になっている。①「白猿はきば（木 や、浅草堂前の店頭、堺町名主、牛込 ひいて、鳥居甲斐守耀
解し、お祭りに関する制限か、山伏を擬えたものであろう②天保 年 塚 中村座の猿若町移転にともなって 場）をとられて青くなり 成田屋は役 南蔵院流罪也、是を狐拳と言也、狐遣 蔵の讃岐幽閉を擬えた13 7 」 、
若くは単に金比羅参りの乞食の月、修験者（山伏）に対し町住居停止令が 名主の大塚も移ったのである。一里塚 者の中で大きな目」白猿は俳名、木場 ひ南蔵院、鉄砲が堂前店がしら、庄屋 ものかとするが、これ
徒か、又或は修験山伏の類か」出ている） とは日光街道の浅草のもの） の自宅は破却。鼻高と団十郎は未詳） が堺町名主大塚五郎兵衛也 ） は弘化二年のこと、時」

代が違う）

※『開版指針』
「天狗は市中住居不相成鼠山渋谷豊沢村え
引移被仰付候修験」
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（ ） （ ）Ａ「土蜘妖怪図解 錦絵聞書」 Ｂ「浜御殿拝観の記」頭書 Ｃ「一勇斎の錦絵」 Ｄ「浜御殿拝観の記」 Ｅ『天保改革鬼譚』札 Ｆ １ 付箋 ・Ｆ ２ 古堀解- -
（天保十四年閏九月以前の解釈） （天保十四年閏九月以前の解釈） 天保十四年閏九月以降の解釈） （天保十四年閏九月以降の解釈）（

烏の嘴の 「同じきハ【松平伯耆守殿 」 「江戸中の山伏皆浅艸天門原へ引越町 「山伏【悉天目が原へ引越被仰付し故 「かざり」 Ｆ－２(古堀解）21 】 （言及なし）
もの 住になる」 也、したひに一目を画てこれをしらし 「烏天狗（ 鬼譚」が「かざり（②天保 年 月、松平伯耆守は日光社 （石井「金銀製の笄(ｶ14 7 「
（中・右下） む 」 と」判じたか不明として）或は参時、引率人数不足で出仕禁止、自宅謹慎 （天保 年 月、山伏・修験者の市 ﾝｻﾞｼ)煙管其他一切貴13 7 】
白髪・鼻高の 化物の歯並が鑪にでも似てゐるを命じられている 「同じきハ」の意味が 井での住居禁止令。⑦「神職社人【不 左記の 天門原 もこの 天目が原 金属の使用を停止した。 （ 「 」 「 」
下 と云ふにあるか。併し前での天判然としないが 「大天狗」の記述に続い 残浅草天門原鼠山広尾原へ屋敷被下引 も浅草天文台の付近という意味で使っ のが十三年六月であ、

狗も、此烏天狗も、共に修験山ているので、こちらを小天狗（烏天狗）と 移 強制移転も行われた 武江年表 ているのであろうか 「したひ」は額 る。飾職の者は突然其】」 。『 』 。
伏の類と判じた方がよさそうでみなした ただ なぜ松平伯耆守かは不明 に「五月、市井居住の巫覡（みこ）修 か） 職業を奪はれたのであ。 、 ）
ある」験をして、浅草（書替所の脇、測量所 る ）」

の脇 渋谷豊沢村 鼠山へ地を賜はり （ 鑪＝鈩」だが、金属を溶か） 、 、 「
残らず此所へ移る」とある） す炉から飾り職への連想は苦し

い）

西瓜 「西瓜【初物なり 」 「西瓜は八百屋の化物」 「八百や」 「西瓜【水くわしやの化物 」 「砂村」 Ｆ－１（大坂付箋）22 】 】
（中・中央） 「初物」（②天保 年 月、季節前の野菜、初物 （⑥天保 年 月、日本橋室町の八 ③「野菜もの、其時に先達而高直に売 （水菓子は果物のこと） （石井は砂村を江戸川13 4 13 4

Ｆ－２（古堀解）野菜売買禁止 ⑦ もやし初物ト唱青物止 百屋、茄子を高く売って逮捕、外出禁 候事を禁ぜらる ） 西岸で青物産地とし、。「 」） 」
「水瓜」止になる） 初物売買禁止を擬えた

とする） （左記「鬼譚」同様、野菜の産
地「砂村」と判じ、初物禁令と
する）

蓮の花持 「鯰の蓮の花持しハ【池の端取払なり 」 「なまずは印旛沼の主」 「四つ目屋」 Ｆ－２（古堀解）23 】 （言及なし） （言及なし）
つ鯰 「蓮の葉を冠る、亡者、仏事葬（⑥天保 年 月、不忍池の茶屋残らず 印旛沼の開削工事開始は天保 年 （石井「催春薬舗の名12 8 14 7（
（中・中央） 式節約の令（十三年三月 」撤去される。上野池の端は蓮見物と出会い 月。①「水野出て堀ちらかした印旛沼 である、淫薬の禁はさ ）

茶屋が有名であった。①「藪から棒 床見 元の田沼となりにけるかな」結局、天 ることながら鯰がなぜ痘痕顔の下
世と小茶屋の取払い ） 明の田沼意次同様、失敗に終わる） 四つ目屋なるか明でな」

い ）」

蟹 「蟹【検門ニて這といふ儀なり 」 （ 「宿無（やどなし 」 Ｆ－２（古堀解）24 】 ）（言及なし） 言及なし） （言及なし）
中・中央上 「旗と蟹、旗の先に茶釜がり、（ ） （検門は権門か。権威に伏して這いつくば （石井は天保 年13 11
西瓜と河童の 下部に蟹がゐるから水茶屋と判る者が多いことを諷刺したのであろうか） 月の禁令をあげる。小
間 じる」札の位置が蟹か河童か

（ ）微妙） 古堀解は幟と蟹を一体と見る

幟の竿先 「幟の上茶釜ハ【水茶屋也 」 「茶釜の堀水茶屋也」 （ 「水茶屋」25 】 言及なし） （言及なし）
の茶釜 Ｆ－１（大坂付箋）（②天保 年 月、水茶屋に茶汲み女置 （④天保 年 月、酌取女を抱え置 （石井は天明 年13 3 13 3 13 3
（中・左上） 「水茶屋」くこと禁止 ① 水茶屋娘に若ひがない く料理茶屋水茶屋取り払う。③「天保 月 月の私娼禁止令。 「 」） 、 、8

十三年の春より、江戸中水茶屋・楊弓 出茶屋転業令をあげ （これは竿先に茶釜のある幟に
場に若き女を出し置事を禁ぜらる」) る） 対する解釈）

目盛りの 「呉服屋は織の乳をこと／＼くに物さ 「幟【かず多し、浅草前の茶店又ちり 「花火」 Ｆ－２（古堀解）26 （言及なし） （言及なし）
入った幟 しの如く書て之を悟らしむ」 めんなどにて、乳をば何れも物さしの 「旗と河童、河童に胡瓜は付き（石井「十三年五月廿
（中・左上） 如くなして呉服屋の困れる様を顕はせ 物だから一体と看做し、水に縁（羽織の紐を通す乳(ﾁ)と物差しで呉 四日、玉屋かぎ屋が、

しなり 」 ある水場所と解する。これは河服屋を暗示。⑤天保 年 月、女の 代銀三十匁以上の花火12 10 】
岸の床店に対する取締とも解さ衣類大づくりの織物縫い物、金糸の使 （①「禁物 縮緬類【但し綿類は苦し をかってはならぬこと
れるが、ここでは大川筋の禁令用禁止、小袖代銀三百匁、染模様小袖 からず】諸絹物但売又買ひもあし」贅 を令えられ、同日子供
を当込んだものであらう、即ち代銀百五十匁以上無用の触書。①「軽 沢禁止で高価な商品を扱う呉服屋には の弄び花火も、葭筒に
花火の制限、失火による玉屋のい身を重い御趣意の縞木綿 浦／＼ま 打撃だというのだろう） 限るべき事を令ぜられ

「白織は【白木屋といへる呉服屋戸〆 所払等。因みに芝居の呼込み引でもきぬものはなし」⑦「町人羽二重 た」とある。しかしこ
被仰付、此卯織類すべて呉服屋共な 張りを俗にかつぱと言つた 中龍門綾禁 ） の幟がどうして花火な」 。（
り ） 略）往来の人々を芝居に引入れ】 のかの説明はない 花。「

たのである。天保改革迄は此等（⑤天保 年、三井その外の呉服商 火」とした人の根拠を14
。（ ）名目上木綿帯にして絹糸製のものを一 辿り得ないのである。 の徒に悪弊が多かつた 中略

芝居者のかつぱも亦改革で矯正両二歩で商い戸〆（閉門 、という噂 ⑦ 花火葭筒ニ可致） 「 」）
された」記事あり）

河太郎 「河太郎【姣者ニ芝居者 」 「かは太郎はよし丁湯島のかげま也」 「河童【かつぱ、頭長の人 」 「宿無（やどなし 」 Ｆ－１（大坂付箋）27 】 】 ）（言及なし）
（中・左上） 「かけま茶屋」（ 姣者」は美男子。芝居者もともに男色 （芳町・湯島の陰間は男娼。① （ かつぱ頭長の人」は未詳 （石井は天保 年「 「「坊主 13 11

（男娼）相手 ②天保 年 月 私娼・男色禁止 月の禁令をあげる。小。 、 。13 3 の為には芳町も少しはあるがよい ）」
①「大川のはたで河童がやたりひき」芝居 札の位置蟹か河童か微
の客引きを河童というから、三座が猿若町 妙）
に移転したため、河童の活躍舞台も大川端
になったという寓意か）
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（ ） （ ）Ａ「土蜘妖怪図解 錦絵聞書」 Ｂ「浜御殿拝観の記」頭書 Ｃ「一勇斎の錦絵」 Ｄ「浜御殿拝観の記」 Ｅ『天保改革鬼譚』札 Ｆ １ 付箋 ・Ｆ ２ 古堀解- -
（天保十四年閏九月以前の解釈） （天保十四年閏九月以前の解釈） 天保十四年閏九月以降の解釈） （天保十四年閏九月以降の解釈）（

筆を持つ 「筆を持ハ【奥御右筆組頭大沢弥三郎、道 「金(ﾏﾏ)を以て居る惣髪は上の学者成 「筆を持たるは【屋代太郎と云御祐筆 「祐筆」 Ｆ－１（大坂付箋）28 （言及なし）
惣髪・黒まだ 顔のほち／＼は皺のくひ出来形、藤の丸は 島、水野に叱られし故こゝに出す」 水野がためにしくじらされて閉門をな 「橋爪勘平」（石井「諸大名上知の

（①「新井筑後 気どり 成嶋図書」 法文は、執筆役の祐筆 （ 天保十三年）十月初旬、橋らのもの 大沢定紋なり 」 す 」】 】 「（
（②天保 年 月、元奥右筆の大沢弥三 成島は奥儒者成島図書司直。儒者で町 （右筆・屋代弘賢は天保 年の没だ ども、後難を恐れて誰 爪勘平と云者、出入屋敷家来分（中・中央） 12 7 12
郎、町人名義で町家を所有して、町人に貸 奉行格の諸太夫になったのは新井筑後 参考落書 が 水野との関係や閉門のことは不明 一人書く者無く、已む ニて帯刀致候処、江戸中に抱地、 ）
し付けた咎で免職、自宅謹慎。⑥にも記事 守白石以来のこと。その白石と気取っ 「五気どり をえず越前守自身で書 所八十ヶ所も持たり、其内家主
あり。但し 月。痘痕(ｱﾊﾞﾀ)のようなぽち ているという諷刺。②天保 年 月 有徳院様 気どり 先生 いたものなそうだ」こ 共に帯刀致させたるも有、奢侈9 12 8
／＼と大沢との関係は不明） 奥儒者になるが、同 年 月、表向 黄門光圀卿 気どり 水府 の石井の解釈は天保 の御咎ニて追放ニ相成候由 き14 6 」『

きの件にも干渉し過ぎて謹慎を命じら 白川越中 気どり 水越前 年 月の上知令を ゝのまにまに』喜多村筠庭著。14 6
れた。①「面ら憎き国侍の利口ふり 大岡越前 気どり 矢部駿河 まえてのもの 「大沢 ⑥「橋爪寛平は江戸大分限者ニ。
成嶋庵黒石 ） 新井筑後白石 気どり 成島図書」 の小札は鼻削げ・稚児 て、江戸ニて三寛平と言大金持」

有徳院＝八代将軍吉宗（享保改革） 髪のところにあるがも なり（中略）橋爪奢侈ニ増長せ
先生＝家慶 とはこの痘痕顔に付い し故、闕所共、又ハ御免なき名
黄門＝水戸光圀・水附＝水戸藩主斉昭 ていたとする） 字を名乗し故成共、種々の説有
白川越中＝松平越中守定信 寛政改革 之 ）※『開版指針』 （ ） 」

「筆を持居候は御役御免ニ相成候奥御祐筆 Ｆ－２（古堀解）水越前＝水野越前守忠邦（天保改革）
の由」 「筆を持つ茶筅髪（石井研堂の大岡越前＝町奉行大岡越前守忠相

祐筆説を紹介した後）併し（寺（名前を記してないが、このお役御免の奥 矢部駿河＝町奉行矢部駿河守定謙
門静軒・柳亭種彦・為永春水）御祐筆とはＡと同じく大沢弥三郎を指すと
の如き作者、又は錦絵、草双紙思われる）

（ 、 、の画工 十三年六月 同十一月
十四年五月の禁令）を指したも
のと解する方が適切ではあるま
いか」

坊主頭・ 「坊主頭、鰻の頭巻ハ【杓子を持ハ宿屋の 「杓子以て居る坊主は下谷辺の和尚、 「獅々義の化物坊主、杓子を持、うな 「中山」 Ｆ－１（大坂付箋）29 （言及なし）
鰻の鉢巻・手 子故、長の字杓子ニ付候ハ飯盛売女、中山 飯盛女お栄に深く馴染、或時うなぎや ぎを鉢巻なせしは【下谷極楽寺和尚、 「教光院」（石井もこの中山を、

天保 年 月、女犯 （ 教光院」は大井村の修験祈に杓子を持つ 智泉院 」 にお長と二人居て酒を呑ている所を召 飯盛お長といへる女になじみ生洲にて】 12 10 「
。 、もの 捕られし故あたまにうなぎを巻て居 召捕られ、さらし物となりしなり 」（杓子は飯盛女を暗示。飯盛女は私娼、売 の廉で遠島になった下 祷師・教光院了善 天保 年】 12

色を禁じられた。落書に①「飯盛や杓子女 （左記参照 「獅々義の化物坊主・極 総中山法華経寺智泉院 鳥居耀蔵の命を受けた本庄茂平（中・中央） る」 。
のなくなりてまゝ喰ふ事にこまる人々 。 （⑥天保 年 月「柳島妙見・下谷 楽寺和尚、飯盛お長」は未詳） の日尚、守玄院日啓と 次に陥れられ、水野美濃守の依」 12 6
「中山智泉院」とは同院の僧日尚を暗示。 徳大寺・谷中七面・其外法華宗廿五六 解釈ている。鰻の鉢巻 頼で水野忠邦を調伏したと讒言
②天保 年 月、下総中山法華経寺智泉 寺、女犯致し召捕、四ッ谷大宗寺其外 は腥(ﾅﾏｸﾞｻ)法印の寓 されて追放処分になった。了善12 10 ※『開版指針』
院の僧日尚は下総船橋の旅籠屋長兵衛方の 八九ヶ寺同断也」とあり。飯盛女お栄 意とする） と親交のあった水野美濃守はこ「長ノ字の付候杓子を持、鱣(ﾏﾏ鰻？)
下女（ます）と密通、女犯の罪にて三日間 ・お長は未詳。⑦「市中【酌取女隠売 れが原因で諏訪謫居となったとにて鉢巻いたし候坊主は芝邊寺号失念
の晒しを命じられる。杓子の「長」の字を 女禁 ） される 『水野閣老』福地桜痴】」 。日蓮宗にて鱣屋の娘を囲妾ニいたし、
配したのはそれを匂わせたか。また日尚の 著）其上品川宿にてお長と申飯売と女犯ニ

て御遠島に相成候ものゝ由」 Ｆ－２（古堀解）実父で守玄院の僧日啓もまた、智泉院住職
「鯰を鉢巻した坊主（ 鬼譚」中、後家尼僧・妙栄と密通した廉で、遠島 （芝辺りの日蓮宗の僧侶で、鰻屋の娘 「
は鯰を四つ目屋、坊主を中山二に処せられている。なお、日啓は大御所家 を妾に囲い、さらに品川宿の飯盛女・
つに分けてある。併しこれは一斉の側室お美代の方とは兄妹の関係であっ お長なるものと密通して遠島に処せら
体とし、鯰の「なま」を利かせた。⑥「惣領、智泉院法号日啓 「三女、 れた者という）」
て、なまぐさ坊主と洒落たので於美代方 ）」
はあるまいか」
（坊主の鉢巻は鯰ではなく鰻）

魚 「魚ハ【料理茶屋 」 「生洲料理屋」 （ 「献上」 Ｆ－２（古堀解）30 】 （言及なし） 言及なし）
中・中央下 「鯛、鮮鯛献上」（ ） （②天保 年 月、酌取女（私娼）を抱 （左記参照） （石井「鮮鯛(ﾅﾏﾀﾋ)の13 3

え置く料理茶屋水茶屋を撤去令。私娼の吉 代りに現なまで献上す （②天保 年 月、諸家の鮮鰻の鉢巻坊主 12 9
原行きか転業を命じられる） るやうに改めたのが十 鯛献上、代金納化される）の下

二年九月十日 ）」

軍配を持 「福禄寿・三ッ目【株主・地主・金貸 」 「称録(ﾏﾏ)、或は向島中野関翁也、屋 「うちはを持て都鳥に乗りしは【中野 「碩翁」 Ｆ－２（古堀解）31 】 （言及なし）
つ三ッ目坊主 敷は隅田川故、都鳥に乗て居る、あた 関翁 」 「軍配を振上げる坊主、家斉の（三ッ目の福禄寿は、株仲間解散、地代店 （石井「中野碩翁碩翁】
（中・左上） まにでんほ有」 寵臣中野播磨守石翁に見立て賃の引き下げ・貸借金銀の利下げが天保 （左記参照。隅田川の都鳥から石翁を は家斉将軍の寵臣で、

た。後頭部に瘤が見える。何か13 12 12年それぞれ命じられた。④天保 年 （ 称録」は未詳。或いは福禄寿の福 暗示させようというのである） 十二年四月真先に水野「
訳でもありさうに思はれる。彼月、問屋・組合・仲間停止令、翌年 月再 録か 中野石翁の下屋敷は向島にあった でんほ はたんこぶの意味 画中 の槍玉に挙げられた3 。 。「 」 。 、 」）
が向島の居宅を没収破毀された令。天保 年 月、地代・家賃引下令。 確かに三目の福禄寿の頭に小さな瘤が見えている。石翁にも瘤があったか。天13 8
とき、落首に「川端に石の地蔵同年 月、貸出金利制限令。⑦「諸問屋向 保 年 月の落書に①「福禄寿石翁 「其方儀、隠居之身分として下屋敷へ9 12 11 」
が泣いて居る」不残止 「市中地代店賃引下ル 「高利貸金 鶴を飼置候義、如何之事に候。以来無用たるべき候」水野忠邦によって処罰さ」 」

止 「金利【二十五両一分に成高利止 ） れた。鶴の縁で石翁を福禄寿とし、向島（隅田川）から都鳥に乗るとしたのだ」 】
ろう。中野石翁については次項「小鳥」を参照のこと）
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（ ） （ ）Ａ「土蜘妖怪図解 錦絵聞書」 Ｂ「浜御殿拝観の記」頭書 Ｃ「一勇斎の錦絵」 Ｄ「浜御殿拝観の記」 Ｅ『天保改革鬼譚』札 Ｆ １ 付箋 ・Ｆ ２ 古堀解- -
（天保十四年閏九月以前の解釈） （天保十四年閏九月以前の解釈） 天保十四年閏九月以降の解釈） （天保十四年閏九月以降の解釈）（

小鳥 「雀【躍の類なり 」 「高直の飼鳥停止」 「鳥屋」 「小鳥」 Ｆ－２（古堀解）32 】 （言及なし）
（中・左上） 「小鳥」（未詳） （②天保 年 月、盗鳥・無印鳥・ （左記参照） （石井「多分これは一13 6

隠鳥の売買禁止の町触） 羽幾両などいふ愛用小 （右「鬼譚」記事を引用）三ッ目・福禄 「腹雀【中野石翁鳥溜をふくれて居る 」】
（ 腹雀」は未詳。中野石翁は大御所家斉 鳥の制限だろうが 餌寿の下 「 、（
の側近で小納戸頭取の播磨守清茂。家斉が 指の法と無印の水鳥売
寵愛したお美代の養父。剃髪して石翁と号 買禁止令以外）まだ其
した 「鳥溜」は石翁が向島の下屋敷で鶴を飼い置いた所をいうか。上記福禄寿参 法文等の実例を見かけ。
照どの図柄を腹雀と見たのか不明、もし「都鳥」と同じものとすると ない ）「浜御殿拝 」

と同じ鳥になるのだが）観の記」やその「頭書」

鼻削げ稚 「凹鼻児髪【印旛沼、弁才天おみよの方、 「鼻の黒く女は大御所の妾也、疾にて 「鼻なき女【大御所の御愛妾瘡毒にて 「大澤」 Ｆ－２（古堀解）33 （言及なし）
児髷のもの 下駄屋天鵞織のはな緒、雛 」 鼻落て押込になりし女也」 はな落しなり、押込となる、髪はびろ 「天神髷の稚児（中略）髷の天】 （石井は未詳とする。
（中・左下） うと下た草りの鼻緒なり 」 神から湯島と判じ、湯島の稚児（印旛沼は水野忠邦が推進した普請工事、 （家斉の愛妾・お美代の方。家斉死後 「大沢」の小札はこの】

即ち陰間と解したい。男娼の禁①「古沼へ金をなげこむ水野おと」とあり の天保 年、水野によって押込に処 （お美代の方。但し蒼毒（梅毒）云々 あばた顔の筆をもつ者12
は十三年三月」事業は失敗した。お美代の方は大御所家斉 せらる。⑤加賀藩が引取り、表向きは は未詳。押込になったことは記参照。 についていたのかもし

の愛妾。天保 年 月の落書①「弁天 押込の体裁だが、内実は至って結構な 「下た草り」は下駄草履。④天保 れない。大沢は元奥右12 11 13※『開版指針』
お美代 其方儀、所持三味線とは事替り候 取扱を受け、外出禁止だけで安楽の身 年 月、天鵞絨や革の鼻緒を禁止。⑤ 筆の大沢弥三郎か。②「鼻の黒きは夜鷹と【市中明地又は原 7
得共 鳴物所持致し 酒宴の席へ取持に出 の上だったという） 「天鵞絨鼻緒の雪駄がない ） 天保 年 月、町人、 、 、 」抔え出候辻売女也】申売女也」 12 7
酌取抔致候儀、以来堅く無用と為すべく候 （夜鷹は岡場所の私娼。本所吉田町・ 名義で町屋を所有し
事」③に「女子の裏付草履に天鵞絨の鼻緒 吉岡町辺から諸所に出る 一切 文 て、町人に貸し付けた。 ）24
を禁ぜらる」とあり。ﾋﾞﾛｰﾄﾞは贅沢品とされた。④「雛」については天保 年 天保 年 月取り払われる） 咎で免職）12 10 13 8

）月、人形は八寸以上無用、道具も梨子地の蒔絵は禁じられる

（言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし）34稚児髷 「髪の丸ハ【唐物屋手に持し珊瑚樹 」】
（鼻削げ稚児髷の輪っか状の髪型に注目し（鼻削げ稚児
たのだろう。珊瑚を扱う唐物屋とした。①の髪）
「 」）禁物 唐物類并珊瑚樹・女髪結・鼈甲

一つ目 一ッ目 祭礼并ニ天王 一ッ目の検校 「眼一つは本庄一つ目弁天と云女郎」 「名月」 Ｆ－１（大坂付箋）35 「 【 、 】」 （言及なし） （言及なし）
（中・左下） 「一ッ目付近の遊女屋」（ 土蜘妖怪図」には一つ目のものが二つ （本所一ッ目弁天の門前は岡場所とし （石井「いものお化ら「

ある 『天保雑記』には「祭礼并ニ天王」 ても有名であったが、天保 年 月 しいから、名月に相違。 13 3
Ｆ－２（古堀解）と解釈できる 一ツ目 と 一ッ目の検校 禁じられた（ 武江年表 ）①「岡場所 なかろうが、真意未「 」 「 」 『 』
「土龍（中略）此お化を芋と判と解釈できる「一ッ目」とがあるようだ。 の弁天吉原にて開帳」⑦「市中【酌取 詳 ）」
じないで土龍もぐらと見る。もこの三枚続の中図の一つ目がどちらに相当 女隠売女禁 ）】」
くらが土を掘ることから、ほるするかよく分からないが、とりあえず右記
即ちほりもの、文身に対する禁に倣って「一ッ目の検校」としておく「祭
令（十三年三月）と解するので礼并天王」の一つ目の方は、左図 の方37
ある」で取り上げることにした 本所一つ目弁天は鍼治療で知られる杉山検校の創建だが。 、

これは無関係で、どうやら右記にあるように単に岡場所の一つとして挙げているの
かもしれない。当然取り払われている）

妖怪の左軍

口のめく 「 顔の図あり 【この図は鳥目相場上 「あたけ」 Ｆ－２（古堀解）36 （言及なし） （言及なし） （言及なし） （ ）
れた裸のもの げられしゆへなりとぞ 」 「戦先頭の裸体（中略）からだ】 （石井「安宅鮨」⑥天
（左・右上） の恰好は仁王に似てゐる。又片②天保 年 月、銭相場、金１両＝ 保 年 月「高直な13 8 13 3

手に弓、片手に矢（棍棒）を持6500 文と定める。落書「銭の相場の る鮓を売て鮓屋三十四
つているから矢大臣か。何れに上げ下げ咄し 六貫亭五百」⑦「銭払 軒召捕也、五十日之戸
しても神仏礼拝祈祷の制限に当底に付御蔵より御払銭出る ） 〆ニて御免也」③「鮓」
る」一ッ八文より高直の品

不可売と定めらる ）」

一つ目・ 一ッ目 祭礼并ニ天王／一ッ目の検校 あたまに鳥の有は山王様の家根の鳥 「一眼にして頭上に鳥を頂き指三本な 「天王 「三天王」 Ｆ－１（大坂付箋）37 「 【 】」 「 、 」（言及なし）
鳥・三本指 天王様は今年より三年休ゆへ指を三本 のは【当年より三ヶ年祭礼やめになり 「一ッ目付近の遊女屋」（ の図様の一つ目は「一ツ目の検校 。 （石井「天王祭の制限35 」

こちらの一つ目を「祭礼并天王」と解釈で は、十二月五月廿二日(左・右上） 出して居る也」 しゆへなりとぞ 」】
Ｆ－２（古堀解）きる図様と見なした。天王祭に対する規制 （この鳥は山車巡行の先頭を行く大伝 （左記参照） の禁令である。多分大
「閑古鳥、お祭り、五月の山王は右記参照。ただ、一つ目がなぜ祭礼及び 馬町の諫鼓鳥 『武江年表』天保 年 伝馬町の天王祭のこと。 13
祭、九月の神田祭の山車、第一天王祭を擬えることになるのか未詳 ） 月記事「山王御祭礼、附祭二十箇所 であろう ）。 」6
番大伝馬町の諌鼓鶏。お祭に無なりしを三組に改むる 「六月、大伝」
益の雑費をかけてはならぬとの馬町小船町牛頭天王御旅出の事、当年
禁令（十二年五月、同八月、十より五箇年の間休む ）」
三年六月 」）
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（ ） （ ）Ａ「土蜘妖怪図解 錦絵聞書」 Ｂ「浜御殿拝観の記」頭書 Ｃ「一勇斎の錦絵」 Ｄ「浜御殿拝観の記」 Ｅ『天保改革鬼譚』札 Ｆ １ 付箋 ・Ｆ ２ 古堀解- -
（天保十四年閏九月以前の解釈） （天保十四年閏九月以前の解釈） 天保十四年閏九月以降の解釈） （天保十四年閏九月以降の解釈）（

竹持つ猫 「猫の竹を持しハ【竹本浄瑠璃かたり并ニ 「とら猫は猫と云女義太夫也、竹本竹 「猫【竹本女太夫 」 「よし町」 Ｆ－１（大坂付箋）38 （言及なし） 】
（左・右上） 男女芸者風 」 を吹ている」 「女浄瑠璃、町芸者」】 （左記参照。①「三味線がたへてぺん （石井は未詳とする。

（⑥天保 年 月、女浄瑠璃三十六人逮 （①「新内・浄瑠璃寄場のない（中略 ／＼草がはへ」④天保 年 月、義 この小札の位置「猫」12 11 13 3
Ｆ－２（古堀解）捕、家主は手鎖、席亭女子は入牢。⑥同 ）芸者のない」⑦「唄浄瑠璃師【男は 太夫三味線の女師匠、男の弟子を取る か「鶏」か微妙）8
「竹を持っているから、或はあ月「稽古所女師匠、男を弟子ニ取候とて、 女弟子不取 「唄浄瑠璃師【女は男弟 こと禁ずる）】」
たけを利かせたか。其れならば三昧線の女師匠十六人、南御番所ぇ被召捕 子不取 ）】」
これが安宅鮨に当る。当時鮨に候て、御吟昧之上、預ケニ相成候」⑥「人

は一つ十六文から四十文までの高価品があつた。其れをこそ知らねかわくまもなし 芸者のなみ
十二年十二月の禁令で八文より高い品を売つてならぬとだ」①「三味線を売つて蚊細き朝けむり」
定められた」三味線の胴皮は猫の皮を使用する)

弓 Ｆ－２（古堀解）39 （言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし）
「弓（中略）土弓場に矢拾ひ女
を出すことの禁令か（十三年五
月）又は弓は射る入る（湯に）
の洒落から、古く風呂屋の看版

に使はれた。風呂屋と見れば湯銭引下げ令 （中略、十、
三年五月、大人子供共に六文に引き下げられた由 」）
（⑦「湯屋株止 「湯銭【大人子供共六文になる ）」 】」

頭部が鶏 「柏のもやうあるは鶏の 也、これ 「柏の紋付し鳥【勝負鳥 」 「よし町」 Ｆ－２（古堀解）㒵40 （言及なし） （言及なし） 】
のかたちのも は金銀をかけて鶏をけ合し御召捕」 「一本角の鳥 「鬼譚」によし（左記参照。①「嘉永元年江戸噺し （石井は未詳とする。 、
の 町。あごの部分は臀部を表現し（柏は鶏の異名。鶏の蹴合博打。④博 鶏の蹴合六ヶ敷 ） この小札の位置「猫」」
（左・右中） たものか。芳町の町（ちやう）奕・賭勝負の禁止令） か「鶏」か微妙）

は鳥（ちやう）に通ず、陰間。
左軍の芳町が右軍の湯島と相闘
ふの状あるのは面白い」

「當」の字 「桃灯【切見世、古金坐 」 「灯籠は野送の御趣意又富も止む」 「てうちん【弔なき御趣意なり 」 「とみ」 Ｆ－１（大坂付箋）41 】 】（言及なし）
の高張り提灯 「両替屋 （⑦「銭相場【六貫（③「江戸中岡場所と唱ふる隠し売女、皆 （②天保 年 月、葬礼・仏事の簡 （左記参照。これも葬送の簡素化。⑦ （石井、富くじの売買13 3 」
（左・中上） 五百文ニ御定 ）停廃せらる（略）切見世と唱ふる物迄、其 素化の町触れ。高張り提灯は儀式用の 「葬礼ノ節【多人数見送止 ） 禁止、 年 月】」 12 11 13 】」

地にて渡世致事ゆるされず とある ⑦ 市 もの。②天保 年 月、富くじ禁止 年 月。⑦「所々之富」 。 「 12 11 3
※『開版指針』 Ｆ－２（古堀解）中 隠売女屋吉原へ引移ル ③天保 年 落書①「谷中や湯嶋に富もない 。谷 止 ）【 】」 、 」 」13
「當の字付候提灯は當百銭の由」 「富提灯、富籤。富の字を付け古金銀所持のもの金銀座へ差し出し引替る 中感寺、湯島天神、目黒不動が「江戸

たのは当てるの意味。十二年十よう再三の通知あり。⑦「百姓町人【金銀 の三富」と呼ばれていた） 當百銭 はいわゆる天保通宝で 文銭 裏面に 當百 と彫ってあった（「 」 、 「 」 。100
） 一月及び十三年三月の禁令」之道具 発行は水野忠邦の発案、金座後藤三右衛門の請負とされる）】」

天上眉の 「官女【中田新太郎／吟味与力 」 「此女は大御所様の妾也、お弓の方と 「天上眉有女は【大御所の御愛妾おみ 「町芸者」 Ｆ－２（古堀解）42 】 （言及なし）
官女 云、弓を以ている押込也」 のゝ方と云、中山法華寺の隠し子にて 「官女、これは富提灯と一体に（天保 年 月、中田新太郎は印旛沼開 （小札の位置が曖昧で14 7
（左・中上） 中野関翁が養女也、越前の御養子、川 も見えるが独立のものとし、特削工事の治安維持を命じられている。町奉 （お弓の方は未詳） あるが、官女に付いて
「富」提灯下 越の御養子、加賀の奥方等の御腹にて に黛があり下げ髪の点から判じ行鳥居耀蔵配下の与力 市中取締類集 いると見た）。（「 」）

悪女なり 」 て、御殿女中の高級者お美代のなぜ官女なのか未詳） 】
「天上眉ある女【大御所を自由にせし 方と解したい。尚遥かに右軍の
中山法華寺の女にて中野石翁の養女、 石翁と相呼応してゐる所頗る
押込となりし人なりとぞ 」 妙。お美代の方を始め後房の女】

官十数名は改革の初頭お払箱に（お美代の方は下総中山法華経寺僧日
なつた」啓の実子（妹とも云う）にして中野石

翁の養女。加賀藩主前田斉泰の正室と
なった溶姫の生母）

（言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし）43口あき 「官女の下ハ 土岐なり」 「万歳」
（土岐は勘定奉行土岐丹波守頼旨と思われ （石井は未詳としてい（ ）左・中央上
るが、この図様とどう結びつくのか不明） る）天上眉の下

目と口が 「顔の逆ハ【陰陽師取払 」 「目玉上につきて口の上に有るは【さ 「女髪結」 Ｆ－１（大坂付箋）44 】 （言及なし） （言及なし）
逆様のもの か口といへる所の楊弓矢なり 」 「わざわいは上より」（②天保 年 月、陰陽師・普化僧等取 （石井「十二年の十二13 7 】

締る。顔の逆と陰陽師との関係未詳） （②天保 年 月、土弓場に女の矢 月、十三年の四月、女（左・中央） 13 5
Ｆ－２（古堀解）拾いを禁止。図柄は弓を持つ。口が上 髪結を絶対に禁止され
「倒首、女髪結（中略）十二年にあるからさか口だというのだが、売 た。絵は口の干（ひ）
十二月、十三年四月の禁令」春で摘発でも受けたか） 上るといふ寓意であろ

う ）」
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（ ） （ ）Ａ「土蜘妖怪図解 錦絵聞書」 Ｂ「浜御殿拝観の記」頭書 Ｃ「一勇斎の錦絵」 Ｄ「浜御殿拝観の記」 Ｅ『天保改革鬼譚』札 Ｆ １ 付箋 ・Ｆ ２ 古堀解- -
（天保十四年閏九月以前の解釈） （天保十四年閏九月以前の解釈） 天保十四年閏九月以降の解釈） （天保十四年閏九月以降の解釈）（

（言及なし）45 二首・乱 「女の首二ッ【田口加賀守、女髪結 結し 「あたまをくゝられて居るは、女髪結 「天窓の上にのぼり着て髪乱せしは女 「天窓の上にて乱髪の女【これは女髪 「子ろし」
（石井「妊婦の堕胎を髪の女 人と結たる人見ゆる 」 の法度也」 の髪なるべし」 結なり、この者に突かれて虎の如くな】

（②天保 年 月、勘定奉行・田口加賀 （③「天保 年春の頃より女髪結を （④天保 年 月、遊女や歌舞伎役 業とする者に禁令を発（左・中央） るは内分にてかみを結ひしことを訴人12 5 12 11 12
守、罷免。同年 月、女髪結いと結わせた 禁ぜらる。 年に至りて、尚やまざ 者の女形風に結い立るなど、風俗を乱 したのが、十三年の十5 13 せし何虎とやらんいへる者なりとぞ】

※『開版指針』者十六人がそれぞれ手鎖及び押込に処せら れバ、御厳禁甚敷、女髪結も結する す髪結いを禁止。水野忠邦が天保 （左記参照。虎は未詳） 一月 ）13 」
「 」れている『天保雑記 。①「髪ゆいは停止 者も、或は召捕られ手鎖を掛られ、 年閏 月、老中免職になった時、』 9 頭に赤子の乗居候は子おろし

になりて髪乱れ ） 町中路次に女髪ゆひ入べからずといふ ①「そろ／＼と女髪ゆひ櫛そうじ」耐 （天保 年 月、女医者によ」 13 11
張札を出す ） え忍んでいたのである） る堕胎禁止令）」

（言及なし）46 二首女の 「呉服」（言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし）
（ 「 」持つ細い棒 ⑦ 縫模様三百目限
この棒がなぜ「呉服」（左・右下）
と結びつくのか不明）

（言及なし）47象 「象【南蔵院／増上寺 」 「惣録」】 （言及なし） （言及なし） （言及なし）
（②天保 年 月、牛込聖天別当南藏院 （石井「惣録は僧官の（左・中央） 13 6
の慶源、奢侈及賄賂で逮捕。⑥翌年 月、 名である。不律無戒の5
流罪 （ 「白髪鼻高」の項参照）天保 法師を戒飭した（十三。 20 13

、 ）」年 月、大御所家斉が死去、芝増上寺に遺骸を納めるはず番であったが、水野忠邦 年五月 十四年二月1
は強引に上野寛永寺に代えた。①「恵方には極楽浄土ありながら鬼門の鬼にとられ という）
てぞゆく 「芝はかれ上野は今は花ざかり鶯谷に法華経の声 。両寺院を象に擬えた」 」
のは語呂合わせか）

頭巾の老 「三途川婆々【手引 」 「桂あん」 Ｆ－２(古堀解)48 】 （言及なし） （言及なし） （言及なし）
女 「頭巾の妖女、桂庵。十四年二（ （ ） 。地獄 私娼 を手引きするという解釈か （石井「けいわん十四
（左・中央） 月奉公人給金引下の令」遣り手婆は客と遊女を取り持つ、その意味 年二月に、奉公人給金

ではＥの奉公人を斡旋する 桂庵 慶安 引下が実行された。こ「 （ ）」
と同じ） れで桂庵の不景気を招

いたのであろう ）」

鼻高の閻 「閻魔ハ【地獄 」 「ゑんまは地ごくと云女郎也」 「闇(ﾏﾏ)魔王【地獄茶屋といへる処取 「鼠山」 Ｆ－２（古堀解）49 】 （言及なし）
魔 払となりしゆへなり 」 「剣を持て身構へた僧」（②天保 年 月、吉原以外の岡場所で （③「地獄と唱ふる隠し売女等 （中 感応寺のあるところ13 3 、 （ ）】

（「 」 「 」 。（ ）左・中央下 の売春禁止。落書①「岡場所残らず女郎の 略）吉原町へ被遣て遊女とせらる。同 ①「地獄の衆はみんな真っ青 牢舎 鬼譚 同様 鼠山 とする（
ない、抱えた子供のやり場がない」子供は 年八月上旬、其類の女子、又客と共に 庵娘」牢舎庵娘は地獄（私娼）が捕ら 鼠山は前将軍・家斉の「御所願
深川の遊女のこと） 八十四人被召捕しと云風聞あり ） われて入牢したことをいう） 所」雑司ヶ谷の感応寺。十二年」

十月五日廃止、破毀となった）

（言及なし） （言及なし）50 閻魔の持 「剱ハ【成田山 」】 （言及なし） （言及なし） （言及なし）
（剣は成田不動尊を擬えたとする。これでつ剣
成田不動を信仰する市川家、江戸払いにな（ ）左・中央下

※『開版指針 「頭に剱の有るは先達て江戸十里四方御構に相成候歌舞妓者市川海老蔵、成田不動の剱より存付候由」った海老蔵を匂わせたのであろうか。ただ 』
なぜ妖怪のところに出てくるのか未詳） （連想は、剱→不動明王→成田不動尊→市川家という流れであろうか。江戸追放は天保 年 月、理由は奢侈）13 6

御幣模様 「御幣はおどりのかたち、後藤也」 「幟【二品切さき怖と幣とかきたるは 「半田」 Ｆ－１（大坂付箋）51 （言及なし） （言及なし）
のある幟 （ 二割下げと云事也、後藤の紋なり 」 「十組問屋」幟にある御幣の模様を天保通宝の発 石井は未詳としつつ】 （ 、

案者とされる金座の後藤三右衛門と解 （②天保 年 月、諸物価引き下げ 葛西金町半田の稲荷に（ ）左・中央上 13 5
釈したのである） 令。二割下げに後藤が関係したと解釈 関することかとする。

したか） 小札の主は幟を持って
いるのを狐と見なし

Ｆ－２（古堀解）て、稲荷としたのかも
「 、 。しれない） 狐と旗 旗に幣束の印がある
「鬼譚」に半田。特に半田稲荷

狐 「狐ハ【稲荷 」 と限らず、淫祠邪教の金。半田52 】 （言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし）
左・中央上 は例示した迄」（ ）（ 、狐は稲荷神の使いだから連想は自然だが

、 ）御幣幟の下 なぜ 稲荷が妖怪として登場するのか不明

（言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし）53蝸牛 「蝸牛【一名テヽ虫、見世物類 」 蝸牛【角細工 」】 】
（④天保 年 月、開帳の際、大造の見 （蝸牛にはなるほど角はある。動物の（ ）左・中央上 13 2
世物禁止。蝸牛と見世物との関係未詳） 角を使う細工物も贅沢品ということで天上眉の左

規制を受けたのであろう）
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（ ） （ ）Ａ「土蜘妖怪図解 錦絵聞書」 Ｂ「浜御殿拝観の記」頭書 Ｃ「一勇斎の錦絵」 Ｄ「浜御殿拝観の記」 Ｅ『天保改革鬼譚』札 Ｆ １ 付箋 ・Ｆ ２ 古堀解- -
（天保十四年閏九月以前の解釈） （天保十四年閏九月以前の解釈） 天保十四年閏九月以降の解釈） （天保十四年閏九月以降の解釈）（

目玉一つ 一ッ目 祭礼并ニ天王 一ッ目の検校 「眼一つは本庄一つ目弁天と云女郎」 Ｆ－２（古堀解）54 「 【 、 】」 （言及なし） （言及なし） （言及なし）
左・中央上 「一つ目、総禄。検校の上位で（ ） （ 「一つ目」参照。本所一つ目弁天の門 （ 「一つ目」参照。①「岡場所の弁35 35
御幣幟の下 ある総禄の邸は本所一ツ目にあ前、天保十三年三月、岡場所（私娼窟）と 天吉原にて開帳 ）」

つた。破戒坊主の戒飭か。十三して撤去・商売替えを命じられている）
年五月、十四年二月」

鳥追い笠 「女太夫」 Ｆ－２（古堀解）55 （言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし）
左・中央上 「鳥追（狐の左隣）編笠の恰好（ ） （石井はこの小札の張
狐の左 から女大夫とも判じられるが、り場所不明とする。遊

或は役者の外出に編笠着用の令芸女師匠が男の弟子を
か」取ってならぬとされた

のは、 年 月）13 3

緋衣達磨 「緋衣【払子ハ中山法花寺、大達磨、大鴟 「達磨は鼠山の坊主疱瘡の祈祷致候故 「達磨如きもの朱衣を着し、象に乗、 「達磨の象に乗【海老蔵と云事也 」 「南蔵院」 Ｆ－２（古堀解）56 】
（左・中央） 鵂、当時相不成 」 也、天盃のみゝつくは疱瘡の印、達磨 蛸魚の馬印を持たせしあり。こは感応 「象に乗った大達磨（中略）達】 （市川海老蔵は②天保１３年６月、贅 （石井「十三年六月七

の目は市川海老蔵の目、赤衣小象に乗 寺ならんと云こと也」 磨と象とを一体に見た方がよさ（ 、中山法花寺とは下総中山・法華経寺の僧 沢の咎で江戸十里四方追放になってい 日、牛込横寺町聖天別
。 。守玄印日啓と智泉院日尚父子を擬える。日 （感応寺は左記参照。ただ、堂宇は消 る。落書①「身のほどを白猿ゆへのお 当南蔵院罪有り、寺社る故、海老蔵と云なぞ也」 さうに思はれる 象は蔵に通ず

牛込横寺町聖天別当南蔵院は、啓は将軍家斉の側室お美代の方の兄とも実 （鼠山の坊主とは感応寺の僧。感応寺 滅したが、感応寺の僧の方にはお咎め とがめを手にしつかりと市川海老錠」 奉行松平伊賀守之を逮
過分の奢侈を極め、権家に立入父とも目されている。日啓は家斉の帰依を は家斉が雑司ヶ谷の鼠山に建立した日 はなかったという。しかし⑤「加持祈 とある 「達磨の象に乗る」が市川海 捕した。其罪状は明で。
り賄賂を貪り、越後国論所の訴受け加持祈祷を命じられていた。天保 蓮宗の寺。建立には側室お美代の方や 祷訳は中山鼠山 三晒」という狂句が 老蔵を擬える根拠は左記 ないが、或はいふ水野12 「浜御殿拝
訟に関連し、十三年六月七日捕年 月、家斉が死去するや、忽ち⑥行方を 日啓の強い勧めがあったとされる。家 ある。市中の見方では、中山法華経寺 を参照） 美濃守に関連したこと1 観の記 「頭書」」
縛され処刑された」くらましていたが、 月、越後高田で逮捕 斉死後、②天保 年 月、その日啓 と鼠山感応寺は同じ日蓮宗ではある であろうと、水野美濃6 12 10

され、②天保 月 月、日啓は密通・女 と日を同じくして廃寺が決定、堂宇は し、感応寺の建立に中山法華経寺の日 守この月譴を得て信州12 10
犯の罪で遠島を命じられ。実子日尚も女犯 破却になった。達磨や額の上の木菟(ﾐ 啓が絡んでいるようだし、密接な繋が 諏訪に放たれた ）」
の罪で三日間日本橋に晒された。緋(赤)の ﾐｽﾞｸ)絵は疱瘡除けとあるのは、その りがあると見ていたようだ。左記のよ
法衣、大達磨、大鴟鵂（ﾐﾐｽﾞｸ）は右記の 感応寺の僧が疱瘡除けの祈祷を行って うに、日啓・日尚の処分も感応寺の廃

※『開版指針』ように疱瘡除けの意味があるが 「当時相 いたと解釈したのであろう。海老蔵は 寺の決定も同じ日であった 「三晒」とは日啓の実子日尚が日本橋に三日間晒、 。
「象に乗候達磨は先達て貪欲一件ニて遠島に相成候牛込不成」の意味未詳） ②天保 年 月、奢侈の咎で江戸十 されたことを踏まえたのであろう。蛸の馬印とあるから左の化物軍の総大将は13 6
御箪笥町真言宗ニて歓喜天守護いたし候南蔵院の由」里追放になっていた。達磨の目は市川 怪僧日啓ということになる。大御所家斉の寵妾・お美代の実兄と養父が対峙す

家の目力の暗喩、赤は海老色、象は蔵 るというこの構図、果たしてどんな寓意を読み取るべきなのであろうか） （天保 年 月、牛込聖天別当南藏院の慶源、奢侈及13 6
で市川海老蔵というのだろうか） 賄賂で逮捕）

柄の先が 「蛸【大凧なり 」 「蛸は手の込し凧法度」 「蛸【凧御取あげとなりしゆへなり】 「大家」 Ｆ－２（古堀解）57 】 （言及なし）
蛸の纏(ﾏﾄｲ） 「鮹の指物、大家。口も八丁の（④天保 年 月、八枚張り以上の大凧 （左記参照） （左記参照） （石井、 年 月の12 11 13 7
左・左端上 寓意か（中略）大家なれば家賃（ ） 及び彩色等無益に手を込めた凧禁止） 家賃値下げ令、同年 3

※『開版指針』 値下のお灸」手遊の凧なれば凧月、樽代などの禁止令
（ ）」「纏に相成居候鮹は足は先きより存付 絵の彩色禁令 十二年十一月を記しつつ「手遊の凧

の禁令に当るもの」と （⑦「市中地代店賃引下ル ）高利貸」 」
（高利貸しとするのだが「足は先きよ する。⑦「家主樽代節
り」の意味未詳） 句銭止 ）」

大口・歯 「◯山」 Ｆ－２（古堀解）58 （言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし）
並み・子供顔 「南瓜（中略）これは右軍の水（石井「蝕んで何と読
左・左端上 瓜と相応じ、矢張初物の禁令と（ ） むのか分からない ）」
鮹の下 見られる 「◯山 」とあるは或。 」

は砂村の如く野菜の産地か」

大目玉二 「 達磨が象に乗る）其後にあるとら 「座頭」 Ｆ－２（古堀解）59 （言及なし） （言及なし） （言及なし） （
つ・裂けた口 などは砂村の化物なるよし」 「座頭（中略）十三年十月金銀（石井「高利貸しを禁
の怪獣 貸借利子を二十五両一分に制限（虎を砂村の化け物とする根拠未詳。 ぜられた座頭のお化で
左・左端上 した」（ ） 図様は、左図左端上、口をあけた目の ある。十三年九月後に

大きい白いものをいうか） 出たのである ）鮹纏の下 」

大口・禿 Ｆ－２（古堀解）60 （言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし）
頭のもの 「禿頭大口、願人。出家社人に
（左・左端） 加へた禁令の一例」
朱達磨の下

竹箒を持 「前はけ」 Ｆ－２（古堀解）61 （言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし）
つもの 竹箒 化粧用眉刷毛 箒で は（石井、化粧用眉はけ 「 、 。 「
（左・左端） く」ことから「はけ（刷毛 。かと思うが、心当りが ）」

お洒落禁止の一例」無いはないとする）
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（ ） （ ）Ａ「土蜘妖怪図解 錦絵聞書」 Ｂ「浜御殿拝観の記」頭書 Ｃ「一勇斎の錦絵」 Ｄ「浜御殿拝観の記」 Ｅ『天保改革鬼譚』札 Ｆ １ 付箋 ・Ｆ ２ 古堀解- -
（天保十四年閏九月以前の解釈） （天保十四年閏九月以前の解釈） 天保十四年閏九月以降の解釈） （天保十四年閏九月以降の解釈）（

分銅模様 「分銅【天秤、銀座 」 「分銅は銀座の化物」 「がん人」 Ｆ－２（古堀解）62 】 （言及なし） （言及なし）
の顔のもの 「此お化は顔の作りが分銅に似（④天保 年 月、通用停止になった古 （左記参照） （石井「陰陽師・普化13 6
左・左寄り ているから両替と判じる。ここ（ ） 金銀を所持の者は金銀座に差し出して引き 僧・道心・尼僧・行人
蛙の上 では通用を停止した古金銀貨交替るよう町触れが出る） ・願人・神事舞太夫の

換の事であろう」類は、必ず本寺或は師
家より、弟子たるの証※『開版指針』
明書を取りおき、裡住「分銅は両替屋」
居に限る ）」

雁首 「煙管や」 Ｆ－２（古堀解）63 （言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし）
「雁首、烟管の雁首の怪。きせ（④天保十二年十月町

左・左端下 るは五百文以上の高価品売るこ（ ） 触「きせる其外もて遊
とを止められた。奢侈品禁制の同前之品々、金銀つか
一例」い候義ハ勿論、彫もの

象眼之類并蒔絵等結構
ニ致間敷事 ）」

蒲の穂を 「蟇【姥が池 」 「かいるは夜たかのぎゆうの化物」 「かいるは百姓なるべし」 「蛙【惣嫁のきゆう 」 「夜たか」 Ｆ－１（大坂付箋）64 】 】
もつ蛙 「女医師、子おろし」（①「八月姥が池かぶ木と化る」とある。 （夜鷹は私娼。④天保 年 月、吉 （ 蛙」は「帰る」で、江戸に流入し （惣嫁は上方の呼称。江戸の夜鷹と同 （石井「一名辻君別号13 3 「

姥が池は浅草の小出伊勢守の下屋敷内にあ 原以外の市中の私娼を禁ずる 「ぎゆ ていた農民を郷里に帰す 天保 年 じ 「きゆう」左記と同様客引き） 引張(ﾋﾂﾊﾘ) ）（ ）左・左端下 。 、 。 」14 3
Ｆ－２（古堀解）った。その敷地を猿若町と命名し歌舞伎三 う」は牛太郎で客引き 「かいる」は 月の「人返しの令」でも踏まえて解釈。
「夜たか、夜鷹は夕方から這出座を移したのが天保 年。①「古池や歌 蛙であろう。それがなぜ夜鷹の牛なの したのであろう）13
るので蛙に見立てたか」舞伎飛込水野おと」とある。興行は九月か か、あるいは牛蛙（うしがえる）など

ら。それにしても蟇をなぜ姥が池と解釈し という言葉を想起しての連想なのであ
たのだろうか。池に蟇がいるには違いない ろうか）
が。⑦「木挽町芝居【猿若町三丁め卯五月
引移 「役者共【不残猿若町え引移 ）】」 】」

（言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし）65 具足姿は 「具足着【牧野侯、鳥屋／尾上菊五郎 」】
（牧野侯とは当時の京都所司代・牧野備前二つの図様
盛忠雅か。⑤天保 年 月、太田備後守（中・右） 12 5
が老中を辞任。その後任として、牧野が有白髪の天狗鼻
力視されていたが、案に相違して、外様のの上
真田信濃守が就任した。この前例のない起
用は水野忠邦の推挙によるとされる。鳥屋は未詳。②天保 年 月、尾上菊五郎（左・右） 13 9

。 ）鶏顔の手の後 編み笠を被らず外出した罪で三貫文の過料 具足着がなぜ尾上菊五郎なのかは未詳

（言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし） （言及なし）66幟 「幟は【神道上輪散銭半分 」】
（散銭は賽銭。賽銭が半分になったと意味
のようだが、神道上論は未詳）

図様不明 「蔦ハ【棚倉侯なり 」67 】
（この棚倉侯は松平康爵。天保 年、千石6
騒動で老中を失脚し、翌 年には竹島の密7
貿易が発覚して永蟄居となった松平康任の嫡子。康任が水野忠邦の政敵だったこと

、 。 ）もあって 康爵は浜田藩から棚倉藩に転封させられた 蔦は松平松井の家紋である

図様不明 「同刷牙ハ【寺の幡 質屋／小呉服 」68 】
（ 同刷牙」の同は貂狼、刷牙は歯を磨く「
の意味だが、その図柄がよく分からない。
またそれがなぜ寺の幡や質屋や小呉服を擬
えるのか根拠未詳）

「 【 、 】」69図様不明 下達摩(ﾏﾏ) 御趣意掛 名主熊井利七郎
（熊井名の名主は深川熊井町の熊井理左衛
門のみ 「御趣意掛」は市中取締掛り。天。
保 年 月任命。④天保 年 月、市12 10 13 12

14 4中取締掛・諸色掛兼任の名主、熊井・石塚・鈴木三名、苗字一代御免。翌 年
月、町奉行鳥居耀蔵の市中巡見に従行。同７月、新規支配地頂戴。⑤「諸色懸りの
名主時めく おべっか」市民には熊井ら名主は「おべっか」と映っていた。⑦「苗
字御免 深川熊井町 熊井理左衛門 、水野改革の手先となって、苗字を手に入れ」
たと揶揄しているのであろう）
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14/14一勇斎国芳画「源頼光公館土蜘作妖怪図 （天保十四年癸卯（ ）春刊）解釈一覧」 1843

（ ） （ ）Ａ「土蜘妖怪図解 錦絵聞書」 Ｂ「浜御殿拝観の記」頭書 Ｃ「一勇斎の錦絵」 Ｄ「浜御殿拝観の記」 Ｅ『天保改革鬼譚』札 Ｆ １ 付箋 ・Ｆ ２ 古堀解- -
（天保十四年閏九月以前の解釈） （天保十四年閏九月以前の解釈） 天保十四年閏九月以降の解釈） （天保十四年閏九月以降の解釈）（

図様不明 「貧僧の福耳ハ【御城坊主衆 」70 】
（②天保 年 月、諸家登城の節、坊主12 9
部屋への立ち入りを禁ずる通達あり）

図様不明 「丸のハ【楊弓 」71 】
（②天保 年 月、土弓場の矢拾い女禁13 5
止。柳製の弓らしきものは左図に見えてい
るが 「丸のハ」の意味がよく分からない、

図様不明 「江戸中の山伏皆浅草天門原へ引越町 「山伏【悉天目が原へ引越被仰付し故72
（上記の「羅 住に成る」 也、したひに一目を画てこれをしらし
漢」あたりの む 」（天保 年 月 「市井居住の巫覡(ﾐ14 5 、 】

ｺ)修験をして、浅草（書替所の脇、測 （左記の「天門原」もこの「天目が原解釈とも思わ
量所の脇）渋谷豊沢村鼠山等へ地を賜はり、残らず此所へ移る 『武江年表 。 も浅草天文台の付近という意味で使っれる） 」 』
書替所は蔵前の米手形書替所、測量所は浅草天文台） ているのであろうか）

図様不明 「砂村化け物」73
（砂村とは富ヶ岡八幡のあった野菜の
産地として知られる砂村新田をいうの
であろうか。すると②天保 年 月の初物野菜へに規制を暗示するか。この13 4
妖怪の図様未詳）

図様不明 「百まなと【可山といへるものなり】74
（ 百目（まなこ 」の誤記か。可山は「 ）
未詳）

図様不明 「水場所」75
（石井「十三年の六月
及び十月に河岸地橋際

）お堀端等に差かけて雨露を凌ぐ諸商人を禁じた」

図様不明 「日なし」76
（石井「日なしは高利
貸のことで、十三年三
月の利息制限法で、幾らか影響を蒙つたのであろう ）」

図様不明 「がん人」77
（ 願人坊主」門付け「
や大道芸を演じたり、
代参や祈願の修行や水垢離(みずごり)などをる僧。本寺
からの所属証明を求められたり居住地の制限を受けた）

図様不明 「婆々」78

図様不明 「大将の狼」79

解釈不能 「青龍刀」80
（中・右の三つ目の者と、中・左の鼻の黒
く削げた者が持っている）
「骸骨」
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参考史料「今世孝子競 （狸穴八丈亭・卯年（天保十四）初秋刊（ 年 月）一枚摺番付）」 1843 7
（典拠『天保改革鬼譚』石井研堂著・春陽堂・大正十五年( )）1926

孝行奇特で褒賞された人名と改革で禁止になった事項を列記した番付。以下は禁止事項のみ。

諸問屋向不残止 縫模様三百目限 両国へ旅役者芝居止
銭相場【六貫五百文ニ御定】 葬礼ノ節【多人数見送止】 馬喰町三十両限
上方註文荷【破船両損】 高直ノ植木、植木鉢止 瀬戸物灯籠止
他国諸品囲〆売禁 消札酒礼共戻ス 花火竹筒止
市中地代店賃引下ル 町会所【御貸付金利下ケニナル】 灸治看板【笑絵に紛敷絵止】
湯屋株止 面体包頭巾ヲ禁 町々旅籠屋勝手次第
湯銭【大人子供共六文になる】 町々番家【勝手広成事ヲ禁】 質物取節両印ヲ取
町々土蔵塗家ニ被仰渡 もやし初物ト唱青物止 開帳場大幟止
風烈節【町内水汲溜水打へく事】 国々無宿者【御大名え御引渡】 髪結共御番所随付止
堺町葺屋町【芝居引払ニ成】 人宿ハ身寄ノ外不相成 町々寄場不残引払
質物利【銭百文ニ付二文ニ成】 陸尺手廻リ【屋敷抱町宅禁】 唄浄瑠璃師【男は女弟子不取】
百姓町人【金銀之道具】 役者共【不残猿若町え引移】 神職社人町宅止
町人羽二重龍門綾禁 所々揚弓場女止 国々【城下の芝居へ三ヶ津役者不相成】
市中【酌取女隠売女禁】 木挽町芝居【卯年正月引払】 軽キ者身ニ彫物禁
手遊物一匁より百文限 所々之富止 神職社人神明錺止
手遊物へ金銀箔不用 役者遊女ノ一枚絵止 ごうむね下【五百人限門付取締ヲスきえん宿免る】

鳶人足【半天股引隔年ニ渡】 湯屋渡世勝手次第
医供酒代【ねだることを禁】 小荷駄馬【はづなをつめて可引事】
尼僧本寺師無剃髪止 苗字御免 深川熊井町 小石川水道町 牛込改代町
古着屋 けん何匁といふ事止 名主 熊井理左衛門 名主 鈴木市郎右衛門 名主 石塚三九郎

桧垣廻船十組止 鼈甲櫛笄百目限 宮寺地芝居取払ニ成
銭払底【に付御蔵より御払銭出る】 葬礼ノ節【施主三四人限】 奉公人給金引下ゲニナル
諸注文荷物【等閑無之様可送】 川舟簾止 石燈籠十両限
他国諸品囲〆売禁 出火節 橋詰往来へ道具不可出 花火葭筒ニ可致
市中町入用減方被仰出 武家屋敷前【葭張茶や止】 薬湯ニても男女入混禁
髪結株止 所々床見世取払ニナル 寅年【以後之旅籠屋共は木挽町芝居跡へ行】
髪結銭【二十文より十六文になる】 家主樽代節句銭止 高利貸金止
金利【二十五両一分に成高利止】 近年流行人情本止 開帳場【境内上ケ物大きなる見せ物止
大風節【止候迄商内休火之元可心懸】無宿者穢多頭へ引渡ニナル 名主衆手代ニ欠付被仰付
浅草【山宿乳母池埋芝居町ニ成】 女宿と唱候者【身寄の外不相成】 町々寄場十五所定
質物利【金一両ニ付八十文】 陸尺手廻頭【より子方へ渡物正路に可致事】唄浄瑠璃師【女は男弟子不取】
諸商人【見世へ直下ゲ札ヲ張出ス】 役者共一同【皿鉢形之編笠かぶる】 肴市場【ニテ不足之銭ヲ取扱禁】
町人着類絹紬麻限 町々女髪結止 神職社人【不残浅草天門原鼠山広尾原へ屋敷被下引移】
市中【隠売女屋吉原へ引移ル】 木挽町芝居【猿若町三丁め卯五月引移】 甲府【柳町へ旅籠屋出来、飯盛女壱軒にて三人抱置御免ニナル】
雛人形八寸限 町々念仏題目へ鐘太鼓入ること止 富士大山参り【品川より神奈川へ船乗止】
喜世留象眼彫物止 役者遊女ノ団扇絵止 町人之武芸稽古禁

役場中間【銭さし押うり止】 武家地へ町人住居禁
市中漉返大盤ニナル 髪結床新規勝手次第出ス
普化僧【へ店かし候節は本寺より証文を取】月水早流薬禁
道具屋【どら何匁といふ事止】


